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(57)【要約】
【課題】特定有価証券入金機や新券出金機を貨幣処理装
置とは別に設けた場合と比較してコンパクトな構成とな
り省スペース化を図ることができる有価媒体処理装置を
提供する。
【解決手段】有価媒体処理装置５００は、機体内に有価
媒体を投入するための投入部１０と、損券および／また
は旧券を収納する損券収納部４０、４２と、投入部１０
により機体内に投入された有価媒体のうち、損券および
／または旧券を損券収納部に搬送する第１の搬送部１４
ａと、新券を収納する新券収納部５０と、新券を機体外
に投出するための投出部６０と、新券収納部５０に収納
された新券を投出部６０に搬送する第２の搬送部１４ｂ
と、を備えている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機体内に有価媒体を投入するための投入部と、
　損券および／または旧券を収納する損券収納部と、
　前記投入部により機体内に投入された有価媒体のうち、損券および／または旧券を前記
損券収納部に搬送する第１の搬送部と、
　新券を収納する新券収納部と、
　新券を機体外に投出するための投出部と、
　前記新券収納部に収納された新券を前記投出部に搬送する第２の搬送部と、
　を備えた、有価媒体処理装置。
【請求項２】
　前記有価媒体処理装置の機体内において、前記新券収納部は前記損券収納部よりも機体
前方に配置されている、請求項１記載の有価媒体処理装置。
【請求項３】
　前記有価媒体処理装置の機体内において、前記損券収納部の上方には一時保留部が設け
られており、前記投入部により機体内に投入された有価媒体は前記一時保留部に一時的に
保留されるようになっている、請求項１または２記載の有価媒体処理装置。
【請求項４】
　特定の有価証券を収納する特定有価証券収納部を更に備え、
　前記投入部により機体内に投入された有価媒体のうち特定の有価証券は前記第１の搬送
部により前記特定有価証券収納部に搬送されるようになっている、請求項１記載の有価媒
体処理装置。
【請求項５】
　前記有価媒体処理装置の機体内において、前記特定有価証券収納部は前記損券収納部よ
りも上方に配置されており、前記新券収納部は前記損券収納部および前記特定有価証券収
納部よりも機体前方に配置されている、請求項４記載の有価媒体処理装置。
【請求項６】
　前記有価媒体処理装置の機体内において、前記投入部により機体内に投入された有価媒
体を一時的に保留する一時保留部が前記特定有価証券収納部の上方に配置されている、請
求項５記載の有価媒体処理装置。
【請求項７】
　前記第１の搬送部における有価媒体の搬送路、および前記第２の搬送部における新券の
搬送路は互いに独立して設けられている、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の有価媒
体処理装置。
【請求項８】
　機体内に有価媒体を投入するための投入部と、
　損券および／または旧券を収納する損券収納部と、
　特定の有価証券を収納する特定有価証券収納部と、
　前記投入部により機体内に投入された有価媒体のうち、損券および／または旧券を前記
損券収納部に搬送する第１の搬送部と、
　前記投入部により機体内に投入された有価媒体のうち、特定の有価証券を前記特定有価
証券収納部に搬送する特定有価証券搬送部と、
　を備えた、有価媒体処理装置。
【請求項９】
　前記有価媒体処理装置の機体内において、前記特定有価証券収納部は前記損券収納部よ
りも機体前方に配置されている、請求項８記載の有価媒体処理装置。
【請求項１０】
　前記有価媒体処理装置の機体内において、前記損券収納部の上方には一時保留部が設け
られており、前記投入部により機体内に投入された有価媒体は前記一時保留部に一時的に
保留されるようになっている、請求項８または９記載の有価媒体処理装置。
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【請求項１１】
　前記損券収納部は、損券および／または旧券が積層状態で集積されるようなスタッカ方
式の損券収納部と、損券および／または旧券が一対のテープに挟まれながらドラムに巻き
取られるようなテープ巻取方式の損券収納部とを含む、請求項１乃至１０のいずれか一項
に記載の有価媒体処理装置。
【請求項１２】
　前記損券収納部は、損券および／または旧券が積層状態で集積されるようなスタッカ方
式の損券収納部のみからなる、請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の有価媒体処理装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、損券や旧券等の紙幣や、小切手や手形等の特定有価証券の処理を行う有価媒
体処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、銀行等の金融機関では、紙幣や硬貨の入出金処理を行う貨幣処理装置として
特許文献１に開示されるような出納機が用いられるようになっている。特許文献１では、
紙幣や硬貨の入出金処理を行う貨幣処理装置に対して特定有価証券入金機が並設されてお
り、この特定有価証券入金機により小切手や手形等の特定の有価証券の入金処理を行うよ
うになっている。また、従来では、新券の出金処理を行うことができるようにするため、
貨幣処理装置に対して新券出金機を追加的に設置する場合がある。なお、「新券」とは、
中央銀行から銀行等の金融機関に配送され、市場に未だ流通していない官封券のことをい
う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１４６８２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来では、特許文献１等に開示されるように、特定有価証券入金機や新
券出金機が貨幣処理装置とは別に設けられていたため、貨幣処理装置の設置スペースとは
別に、これらの特定有価証券入金機や新券出金機の設置スペースが必要となってしまうと
いう問題があった。
【０００５】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、機体内に投入された損券およ
び／または旧券を損券収納部に収納するとともに、新券収納部に収納された新券を機体外
へ投出したり、機体内に投入された特定の有価証券を特定有価証券収納部に収納したりす
ることにより、特定有価証券入金機や新券出金機を貨幣処理装置とは別に設けた場合と比
較してコンパクトな構成となり省スペース化を図ることができる有価媒体処理装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の有価媒体処理装置は、機体内に有価媒体を投入するための投入部と、損券およ
び／または旧券を収納する損券収納部と、前記投入部により機体内に投入された有価媒体
のうち、損券および／または旧券を前記損券収納部に搬送する第１の搬送部と、新券を収
納する新券収納部と、新券を機体外に投出するための投出部と、前記新券収納部に収納さ
れた新券を前記投出部に搬送する第２の搬送部と、を備えている。
【０００７】
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　このような有価媒体処理装置によれば、機体内に投入された損券や旧券を損券収納部に
収納するとともに、新券収納部に収納された新券を機体外に投出することができるため、
新券を出金するための新券出金機を、損券や旧券を収納するための貨幣処理装置とは別に
設けた場合と比較して、有価媒体処理装置がコンパクトな構成となり省スペース化を図る
ことができる。
【０００８】
　本発明の有価媒体処理装置においては、前記有価媒体処理装置の機体内において、前記
新券収納部は前記損券収納部よりも機体前方に配置されていてもよい。
【０００９】
　本発明の有価媒体処理装置においては、前記有価媒体処理装置の機体内において、前記
損券収納部の上方には一時保留部が設けられており、前記投入部により機体内に投入され
た有価媒体は前記一時保留部に一時的に保留されるようになっていてもよい。
【００１０】
　本発明の有価媒体処理装置においては、特定の有価証券を収納する特定有価証券収納部
を更に備え、前記投入部により機体内に投入された有価媒体のうち特定の有価証券は前記
第１の搬送部により前記特定有価証券収納部に搬送されるようになっていてもよい。
【００１１】
　この際に、前記有価媒体処理装置の機体内において、前記特定有価証券収納部は前記損
券収納部よりも上方に配置されており、前記新券収納部は前記損券収納部および前記特定
有価証券収納部よりも機体前方に配置されていてもよい。
【００１２】
　また、前記有価媒体処理装置の機体内において、前記投入部により機体内に投入された
有価媒体を一時的に保留する一時保留部が前記特定有価証券収納部の上方に配置されてい
てもよい。
【００１３】
　本発明の有価媒体処理装置においては、前記第１の搬送部における有価媒体の搬送路、
および前記第２の搬送部における新券の搬送路は互いに独立して設けられていてもよい。
【００１４】
　本発明の有価媒体処理装置は、機体内に有価媒体を投入するための投入部と、損券およ
び／または旧券を収納する損券収納部と、特定の有価証券を収納する特定有価証券収納部
と、前記投入部により機体内に投入された有価媒体のうち、損券および／または旧券を前
記損券収納部に搬送する第１の搬送部と、前記投入部により機体内に投入された有価媒体
のうち、特定の有価証券を前記特定有価証券収納部に搬送する特定有価証券搬送部と、を
備えている。
【００１５】
　このような有価媒体処理装置によれば、機体内に投入された損券や旧券を損券収納部に
収納するとともに、機体内に投入された特定の有価証券（例えば、小切手や手形）を特定
有価証券収納部に収納することができるため、特定の有価証券を入金するための特定有価
証券入金機を、損券や旧券を収納するための貨幣処理装置とは別に設けた場合と比較して
、有価媒体処理装置がコンパクトな構成となり省スペース化を図ることができる。
【００１６】
　本発明の有価媒体処理装置においては、前記有価媒体処理装置の機体内において、前記
特定有価証券収納部は前記損券収納部よりも機体前方に配置されていてもよい。
【００１７】
　本発明の有価媒体処理装置においては、前記有価媒体処理装置の機体内において、前記
損券収納部の上方には一時保留部が設けられており、前記投入部により機体内に投入され
た有価媒体は前記一時保留部に一時的に保留されるようになっていてもよい。
【００１８】
　本発明の有価媒体処理装置においては、前記損券収納部は、損券および／または旧券が
積層状態で集積されるようなスタッカ方式の損券収納部と、損券および／または旧券が一
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対のテープに挟まれながらドラムに巻き取られるようなテープ巻取方式の損券収納部とを
含んでいてもよい。
【００１９】
　あるいは、前記損券収納部は、損券および／または旧券が積層状態で集積されるような
スタッカ方式の損券収納部のみからなっていてもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の有価媒体処理装置によれば、特定有価証券入金機や新券出金機を貨幣処理装置
とは別に設けた場合と比較してコンパクトな構成となり省スペース化を図ることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の形態による貨幣処理システムの正面図である。
【図２】図１に示す貨幣処理システムの機能ブロック図である。
【図３】図１に示す貨幣処理システムにおける有価媒体処理装置の内部構成を示す構成図
である。
【図４】図３に示す有価媒体処理装置の機能ブロック図である。
【図５】図３等に示すような有価媒体処理装置において、損券や旧券を入金する入金動作
を示すフローチャートである。
【図６】図３等に示すような有価媒体処理装置において、損券や旧券を回収する回収動作
を示すフローチャートである。
【図７】図３等に示すような有価媒体処理装置において、新券を出金する出金動作を示す
フローチャートである。
【図８】図３等に示すような有価媒体処理装置において、小切手を機体内に収納する収納
動作を示すフローチャートである。
【図９】図３等に示すような有価媒体処理装置において、手形を機体内に収納する収納動
作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態における他の構成の有価媒体処理装置の内部構成を示す構
成図である。
【図１１】本発明の実施の形態における更に他の構成の有価媒体処理装置の内部構成を示
す構成図である。
【図１２】本発明の実施の形態における更に他の構成の有価媒体処理装置の内部構成を示
す構成図である。
【図１３】本発明の実施の形態において、操作表示部に表示される操作画面を示す図であ
る。
【図１４】本発明の実施の形態において、撮像部により撮像された損券の画像データおよ
び格子状ラインからなる支援情報が操作表示部に表示されたときの表示内容を示す図であ
る。
【図１５】本発明の実施の形態において、撮像部により撮像された損券の画像データおよ
び格子状ラインからなる支援情報が操作表示部に表示されたときの表示内容を示す図であ
る。
【図１６】本発明の実施の形態において、損券の表面および裏面の画像データおよび入金
データ（イメージ伝票）が操作表示部に表示されたときの表示内容を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態において、撮像部により撮像された損券の画像データおよ
び紙幣のサンプル画像が操作表示部に並列に表示されたときの表示内容を示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態による損券の処理方法で用いられる搬送補助シートの正面
図である。
【図１９】図１８に示す搬送補助シートを側方から見た図である。
【図２０】本発明の実施の形態による損券の処理方法で用いられる搬送補助シートの他の
構成を示す正面図である。
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【図２１】本発明の実施の形態による損券の処理方法で用いられる搬送補助シートの更に
他の構成を示す正面図である。
【図２２】本発明の実施の形態による損券の処理方法で用いられる搬送補助シートの更に
他の構成を示す正面図である。
【図２３】紙幣の各券種の詳細を示すリストである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１乃至図９は、本実施
の形態に係る貨幣処理システムを示す図である。より詳細には、図１は、本実施の形態に
よる貨幣処理システムの正面図であり、図２は、図１に示す貨幣処理システムの機能ブロ
ック図である。また、図３は、図１等に示す貨幣処理システムにおける有価媒体処理装置
の内部構成を示す構成図であり、図４は、図３に示す有価媒体処理装置の機能ブロック図
である。また、図５乃至９は、図３等に示すような有価媒体処理装置における様々な動作
を示すフローチャートである。
【００２３】
　まず、図１を用いて本実施の形態による貨幣処理システムの全体的な構成について説明
する。本実施の形態による貨幣処理システム１は、バラ紙幣処理装置１００と、束紙幣処
理装置２００と、バラ硬貨処理装置３００と、包装硬貨処理装置４００と、有価媒体処理
装置５００とから構成されている。図１に示すように、これらのバラ紙幣処理装置１００
、束紙幣処理装置２００、バラ硬貨処理装置３００、包装硬貨処理装置４００および有価
媒体処理装置５００は並列に配設されるよう一体的に設けられている。ここで、バラ紙幣
処理装置１００および束紙幣処理装置２００は互いに接続されており、これらのバラ紙幣
処理装置１００および束紙幣処理装置２００の間で紙幣の行き来ができるようになってい
る。また、バラ硬貨処理装置３００および包装硬貨処理装置４００は互いに接続されてお
り、これらのバラ硬貨処理装置３００および包装硬貨処理装置４００の間で硬貨の行き来
ができるようになっている。また、バラ硬貨処理装置３００や包装硬貨処理装置４００の
上面には、操作表示部６００やプリンタ７００が設置されている。なお、図１では操作表
示部６００が１つのみ設けられた態様について示しているが、操作表示部６００がバラ硬
貨処理装置３００や包装硬貨処理装置４００等の上面に２個以上設置されていてもよい。
【００２４】
　バラ紙幣処理装置１００は、その内部にバラ紙幣を金種別に収納することができるよう
になっており、当該バラ紙幣処理装置１００において、バラ紙幣の入金処理や出金処理を
行うことができるようになっている。図２に示すように、バラ紙幣処理装置１００の機体
内には、紙幣の識別を行う識別部１０２が設けられており、この識別部１０２によりバラ
紙幣の金種、正損、真偽等の識別を行うようになっている。また、束紙幣処理装置２００
の内部には束紙幣形成部（図示せず）が設けられており、バラ紙幣処理装置１００から束
紙幣処理装置２００に所定の枚数（例えば、１００枚）のバラ紙幣が送られると、当該束
紙幣形成部により束紙幣が形成されるようになっている。束紙幣形成部により形成された
束紙幣は束紙幣処理装置２００から機体外に投出されるようになっている。
【００２５】
　バラ硬貨処理装置３００は、その内部にバラ硬貨を金種別に収納することができるよう
になっており、当該バラ硬貨処理装置３００において、バラ硬貨の入金処理や出金処理を
行うことができるようになっている。また、包装硬貨処理装置４００の内部には包装硬貨
形成部（図示せず）が設けられており、バラ硬貨処理装置３００から包装硬貨処理装置４
００に所定の枚数（例えば、５０枚）のバラ硬貨が送られると、当該包装硬貨形成部によ
り包装硬貨が形成されるようになっている。包装硬貨形成部により形成された包装硬貨は
包装硬貨処理装置４００から機体外に投出されるようになっている。
【００２６】
　また、バラ紙幣処理装置１００において、損券や、小切手等の紙幣以外の有価媒体につ
いては、バラ紙幣処理装置１００の機体内に投入しても、このバラ紙幣処理装置１００の
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内部に収納することができず、機体外に排出されるようになっている。このような、バラ
紙幣処理装置１００で受け付けることができない有価媒体については、有価媒体処理装置
５００の機体内に投入し、この有価媒体処理装置５００の内部に収納するようになってい
る。
【００２７】
　図２は、図１に示す貨幣処理システム１の機能ブロック図である。図２に示すように、
貨幣処理システム１には制御部８００が設けられており、この制御部８００により、バラ
紙幣処理装置１００、束紙幣処理装置２００、バラ硬貨処理装置３００、包装硬貨処理装
置４００および有価媒体処理装置５００の各装置が制御されるようになっている。また、
制御部８００には通信部８０２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ、読み出し
専用の記憶媒体）８０４、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ、記憶内
容を自由に読み書きすることができる記憶媒体）８０６、記憶部８０８、ＩＤカードリー
ダ８１０、操作表示部６００、プリンタ７００等も接続されている。貨幣処理システム１
の制御部８００は、通信部８０２を介して、ホストコンピュータ等の外部装置に対して信
号の送受信を行うことができるようになっている。また、ＲＯＭ８０４、ＲＡＭ８０６、
記憶部８０８には、貨幣処理システム１の設定情報や、貨幣処理システム１の各装置にお
ける貨幣の処理状況の情報や在高情報等が記憶されるようになっている。
【００２８】
　また、ＩＤカードリーダ８１０により、操作者が所持するＩＤカードの読み取りを行う
ことができるようになっている。制御部８００は、ＩＤカードリーダ８１０によって読み
取られたＩＤカードのＩＤ情報に基づいて、操作者の権限等を確認するようになっている
。また、操作表示部６００は例えばタッチパネルからなり、この操作表示部６００により
操作者が貨幣処理システム１の各装置に対して様々な指令を与えることができるようにな
っているとともに、操作表示部６００には貨幣処理システム１の各装置における貨幣の処
理状況の情報や在高情報等が表示されるようになっている。また、プリンタ７００により
、貨幣処理システム１の各装置における貨幣の処理状況の情報や在高情報等が印字される
ようになっている。
【００２９】
　また、本実施の形態における貨幣処理システム１では、完了指令受付手段８２０および
許可指令受付手段８２２がそれぞれ設けられている。これらの完了指令受付手段８２０お
よび許可指令受付手段８２２の構成の詳細については後述する。
【００３０】
　次に、貨幣処理システム１に設けられた有価媒体処理装置５００の構成の詳細について
図３および図４を用いて説明する。なお、図３に示す有価媒体処理装置５００において、
左側の側面は有価媒体処理装置５００の前面となっており、右側の側面は有価媒体処理装
置５００の背面となっている。
【００３１】
　図３に示すように、有価媒体処理装置５００には、有価媒体を機体内に投入するための
投入部１０、および機体内に収納された新券を機体外に投出するための投出部６０が設け
られている。ここで、「有価媒体」とは、損券や旧券等の紙幣、および紙幣以外の特定の
有価証券を含むものである。また、「特定の有価証券」とは、小切手や手形等の予め設定
された種類の有価証券のことをいう。これらの投入部１０や投出部６０は有価媒体処理装
置５００の機体の前面（図３における左方の側面）に設けられている。また、投入部１０
には繰出機構１２が設けられており、操作者によって投入部１０に束状態で投入された有
価媒体は繰出機構１２により機体内に繰り出されるようになっている。図３に示すように
、有価媒体処理装置５００の機体内には搬送部１４が設けられており、繰出機構１２によ
り１枚ずつ投入部１０から繰り出された有価媒体は搬送部１４により１枚ずつ搬送される
ようになっている。
【００３２】
　また、搬送部１４には撮像部１６が設けられており、この撮像部１６は、有価媒体処理
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装置５００の機体内に投入された有価媒体を撮像して画像データを得るようになっている
。また、搬送部１４には一時保留部２０が設けられており、有価媒体処理装置５００の機
体内に投入された有価媒体は一時保留部２０に一時的に保留されるようになっている。一
時保留部２０はテープ巻取方式のものからなる。より具体的には、一時保留部２０は、正
逆両方向に回転可能なドラム２０ａを有しており、このドラム２０ａに一対のテープが巻
き取られるようになっている。そして、搬送部１４から一時保留部２０に送られた有価媒
体は、この一対のテープの間に挟まれた状態で１枚ずつ順次ドラム２０ａにより巻き取ら
れて収納されるようになっている。また、ドラム２０ａを逆転させると、巻き取られた有
価媒体が１枚ずつ繰り出されて、搬送部１４に送られるようになっている。
【００３３】
　また、有価媒体処理装置５００の機体内には、小切手や手形等の特定の有価証券を収納
する特定有価証券収納部３０と、損券や旧券を収納する損券収納部４０、４２とがそれぞ
れ設けられている。より具体的には、特定有価証券収納部３０は、第１の収納部３０ａ、
第２の収納部３０ｂおよび第３の収納部３０ｃからなる３つの収納部から構成されており
、第１の収納部３０ａには、貨幣処理システム１が設置されている銀行と同じ銀行におけ
る他の支店で発行された小切手等が収納されるようになっている。また、第２の収納部３
０ｂや第３の収納部３０ｃには、貨幣処理システム１が設置されている銀行とは異なる銀
行で発行された小切手等が収納されるようになっている。ここで、第２の収納部３０ｂに
は、貨幣処理システム１が設置されている場所から比較的近い場所で発行された小切手等
が収納されるようになっており、第３の収納部３０ｃには、貨幣処理システム１が設置さ
れている場所から比較的遠い場所で発行された小切手等が収納されるようになっている。
特定有価証券収納部３０の各収納部３０ａ、３０ｂ、３０ｃはそれぞれスタッカ方式のも
のからなり、搬送部１４からこれらの収納部３０ａ、３０ｂ、３０ｃに送られた小切手等
は、既に収納部３０ａ、３０ｂ、３０ｃに収納されている小切手等の上に積み重ねられる
ようになっている。
【００３４】
　損券収納部４０、４２には損券や旧券が収納されるようになっている。ここで、損券収
納部４０はスタッカ方式のものからなり、搬送部１４から損券収納部４０に送られた損券
や旧券は、既に損券収納部４０に収納されている損券や旧券の上に積み重ねられるように
なっている。一方、損券収納部４２はテープ巻取方式のものからなる。より具体的には、
損券収納部４２は、正逆両方向に回転可能なドラム４２ａを有しており、このドラム４２
ａに一対のテープが巻き取られるようになっている。そして、搬送部１４から損券収納部
４２に送られた損券や旧券は、この一対のテープの間に挟まれた状態で１枚ずつ順次ドラ
ム４２ａにより巻き取られて収納されるようになっている。また、ドラム４２ａを逆転さ
せると、巻き取られた損券や旧券が１枚ずつ繰り出されて、搬送部１４に送られるように
なっている。
【００３５】
　図３に示すように、小切手等の特定の有価証券を収納する特定有価証券収納部３０は、
損券や旧券を収納する損券収納部４０、４２の上方に設けられている。また、一時保留部
２０は特定有価証券収納部３０や損券収納部４０、４２の上方に設けられている。
【００３６】
　また、有価媒体処理装置５００の機体内には、新券を収納する新券収納部５０が設けら
れている。より具体的には、新券収納部５０は、第１の収納部５０ａ、第２の収納部５０
ｂ、第３の収納部５０ｃおよび第４の収納部５０ｄからなる４つの収納部から構成されて
おり、第１の収納部５０ａには新券の１万円札が、第２の収納部５０ｂには新券の千円札
が、第３の収納部５０ｃには新券の五千円札がそれぞれ収納されている。また、第４の収
納部５０ｄに収納される新券の金種については操作者が選択することができるようになっ
ている。これらの各収納部５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、５０ｄにはそれぞれ繰出機構５２ａ
、５２ｂ、５２ｃ、５２ｄが設けられており、収納部５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、５０ｄに
収納されている新券はそれぞれ繰出機構５２ａ、５２ｂ、５２ｃ、５２ｄにより搬送部１



(9) JP 2013-196013 A 2013.9.30

10

20

30

40

50

４に１枚ずつ繰り出されるようになっている。なお、新券収納部５０に収納される「新券
」とは、中央銀行から銀行等の金融機関に配送され、市場に未だ流通していない官封券の
ことをいう。
【００３７】
　図３に示すように、新券収納部５０は、特定有価証券収納部３０や損券収納部４０の機
体前方（図３における左方）に設けられている。
【００３８】
　投出部６０は搬送部１４に接続されており、搬送部１４から投出部６０に送られた新券
等の有価媒体は当該投出部６０で積み重ねられるようになっている。また、投出部６０に
は羽根車６２が設けられており、搬送部１４から羽根車６２に送られた新券等の有価媒体
は、羽根車６２における一対の羽根の間に挟まれた状態で当該羽根車６２が図３における
反時計回りの方向に回転することにより投出部６０に送られるようになっている。このよ
うな羽根車６２が設けられていることにより、投出部６０に集積される新券等の有価媒体
の整列を行うことができる。また、投出部６０にはシャッタ６１ａが設けられており、こ
のシャッタ６１ａが開放状態となったときに、投出部６０に集積された新券等の有価媒体
を操作者が取り出すことができるようになっている。また、投出部６０には抜き取り検知
部６１ｂが設けられており、投出部６０に集積された新券等の有価媒体が当該投出部６０
から抜き取られると、抜き取り検知部６１ｂによりこのことが検知されるようになってい
る。
【００３９】
　図３に示すように、有価媒体処理装置５００の機体内で有価媒体を搬送する搬送部１４
は、第１の搬送部１４ａおよび第２の搬送部１４ｂから構成されている。ここで、第１の
搬送部１４ａは、投入部１０により機体内に投入された有価媒体を一時保留部２０や特定
有価証券収納部３０、損券収納部４０に搬送するようになっている。一方、第２の搬送部
１４ｂは、新券収納部５０に収納された新券を投出部６０に搬送するようになっている。
ここで、第１の搬送部１４ａにおける有価媒体の搬送路、および第２の搬送部１４ｂにお
ける新券の搬送路は互いに独立して設けられている。すなわち、第１の搬送部１４ａは、
図３における二点鎖線で示す仮想線Ｌの右側に設けられており、第２の搬送部１４ｂは、
図３における二点鎖線で示す仮想線Ｌの左側に設けられており、両者は接続箇所１４ｐで
接続されているものの、それ以外の箇所では互いに独立したものとなっている。
【００４０】
　また、搬送部１４における第２の搬送部１４ｂには簡易識別部６４が設けられている。
この簡易識別部６４は、新券収納部５０から第２の搬送部１４ｂに繰り出された新券の金
種のみの識別を行うようになっている。
【００４１】
　また、有価媒体処理装置５００の前面（図３における左側の側面）には扉１８が設けら
れている。特定の権限を有する者はこの扉１８を開けて有価媒体処理装置５００の機体の
内部にアクセスすることができるようになっており、このことにより新券収納部５０に新
券を補充したりこの新券収納部５０から新券を取り出したりすることができるようになっ
ている。
【００４２】
　図４は、図３に示す有価媒体処理装置５００の機能ブロック図である。図４に示すよう
に、有価媒体処理装置５００には制御部８０が設けられており、この制御部８０により有
価媒体処理装置５００の各構成要素が制御されるようになっている。より詳細には、制御
部８０には撮像部１６、搬送部１４、特定有価証券収納部３０、損券収納部４０、４２、
新券収納部５０、投入部１０、投出部６０、一時保留部２０等が接続されている。前述の
ように、撮像部１６は、有価媒体処理装置５００の機体内に投入された有価媒体を撮像し
て画像データを得るようになっているが、撮像部１６により得られた画像データは制御部
８０に送られるようになっている。また、制御部８０は、搬送部１４、特定有価証券収納
部３０、損券収納部４０、４２、新券収納部５０、投入部１０、投出部６０、一時保留部
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２０等の各構成要素に指令信号を送ることによりこれらの構成要素の制御を行うようにな
っている。また、制御部８０には記憶部８２および通信部８４が接続されている。記憶部
８２は、有価媒体処理装置５００の設定情報や、特定有価証券収納部３０、損券収納部４
０、４２、新券収納部５０等に収納された有価媒体の在高等の情報を記憶するようになっ
ている。また、制御部８０は、通信部８４を介して貨幣処理システム１の制御部８００に
対して信号の送受信を行うようになっている。
【００４３】
　次に、このような構成からなる有価媒体処理装置５００の動作について以下に説明する
。なお、以下に示す各動作は、制御部８０が有価媒体処理装置５００の各構成要素を制御
することにより行われる。
【００４４】
　まず、有価媒体処理装置５００に損券や旧券を入金する場合について図５に示すフロー
チャートを用いて説明する。このような有価媒体処理装置５００への損券や旧券の入金動
作を行うにあたり、操作者はまずバラ紙幣処理装置１００に紙幣を投入し、バラ紙幣処理
装置１００の機体内に収納することができないような損券や旧券がバラ紙幣処理装置１０
０から機体外に排出されたときに、このような損券や旧券を有価媒体処理装置５００の機
体内に投入することとなる。
【００４５】
　まず、操作者は、所有するＩＤカードをＩＤカードリーダ８１０により読み取らせる（
ＳＴＥＰ１０１）。制御部８００は、ＩＤカードリーダ８１０によって読み取られたＩＤ
カードのＩＤ情報に基づいて、操作者の権限等を確認する。次に、操作者は、操作表示部
６００により入金モードを選択する（ＳＴＥＰ１０２）。具体的には、操作表示部６００
には入金モードとして「一枚取込モード」「一括取込モード」「再取込モード」という３
つのモードが表示され、操作者はこれらの３つのモードのうちから１つのモードを選択す
る。その後、操作者が投入部１０に損券や旧券を投入すると、繰出機構１２により損券や
旧券が有価媒体処理装置５００の機体内に１枚ずつ取り込まれ（ＳＴＥＰ１０３）、搬送
部１４の第１の搬送部１４ａにより機体内で搬送される。その後、この損券や旧券は撮像
部１６により撮像され、撮像された損券や旧券の画像データが得られる。そして、有価媒
体処理装置５００の制御部８０は、有価媒体処理装置５００の機体内に投入された損券や
旧券に、斜行状態や重送状態（二枚以上重なった状態）である等の搬送異常がないかどう
かを判別する（ＳＴＥＰ１０４）。損券や旧券に異常がない場合には（ＳＴＥＰ１０４の
「ＹＥＳ」）、損券や旧券の画像データが制御部８０において取得され、記憶部８２等に
記憶される（ＳＴＥＰ１０７）。そして、異常がないと判別された損券や旧券は一時保留
部２０に搬送され、この一時保留部２０で一時的に保留される（ＳＴＥＰ１０８）。一方
、有価媒体処理装置５００の機体内に投入された損券や旧券に異常がある場合には（ＳＴ
ＥＰ１０４の「ＮＯ」）、この損券や旧券は搬送部１４の第１の搬送部１４ａにより投出
部６０に搬送され、機体外に返却されるようになる（ＳＴＥＰ１０５）。ここで、入金モ
ードを選択する際に一枚取込モードが選択されていた場合には（ＳＴＥＰ１０６の「ＹＥ
Ｓ」）、有価媒体処理装置５００における入金動作が終了する。一方、入金モードを選択
する際に一枚取込モードが選択されておらず、代わりに一括取込モードや再取込モードが
選択されていた場合には（ＳＴＥＰ１０６の「ＮＯ」）、投入部１０に投入された損券や
旧券が繰出機構１２により有価媒体処理装置５００の機体内に１枚ずつ取り込まれるとい
う動作が引き続き行われるようになる。
【００４６】
　損券や旧券が一時保留部２０に保留されると（ＳＴＥＰ１０８）、操作表示部６００に
は損券や旧券の画像データが表示されるようになる（ＳＴＥＰ１０９）。そして、操作者
は、操作表示部６００に表示された損券や旧券の画像データに基づいて、操作表示部６０
０により入金データを入力する（ＳＴＥＰ１１０）。ここで、入金データとは、紙幣の券
種や価値等のことをいう。紙幣の券種とは、紙幣の金種および新旧に関する種類のことを
いい、具体的には、図２３に示すような、発行時期（Ａ～Ｅ）と、金種とを兼ね合わせた
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ものをいう。図２３に示すような様々な券種の紙幣において、Ｄ二千円券、Ｅ千円券、Ｅ
五千円券、Ｅ一万円券以外の券種の紙幣を「旧券」という。
【００４７】
　また、紙幣の価値について具体的に説明すると、その一部が欠けていないような正券の
価値は、この紙幣の金種と等価となる。一方、その一部が破れて欠けている紙幣について
は、その価値に相当する正券の紙幣に交換することが銀行等の金融機関で日常的に行われ
ている。より詳細には、その一部が破れて欠けている紙幣の価値の判断基準は例えば中央
銀行（日本国の場合は日本銀行）によって規定されている。例えば、その一部が破れて欠
けている紙幣について、紙幣の残存する面積の割合が２／３以上の場合は、当該紙幣の金
種の全額相当の価値があり、紙幣の残存する面積の割合が２／５以上でありかつ２／３未
満の場合は、当該紙幣の金種の半額相当の価値がある。一方、紙幣の残存する面積の割合
が２／５未満の場合は、当該紙幣の価値は失効しており価値のないものとして扱われるよ
うになる。具体的には、例えばその一部が破れて欠けている一万円札について、当該一万
円札の残存する面積の割合が２／３以上の場合は、銀行等において正券の一万円札と交換
することが可能であり、一万円札の残存する面積の割合が２／５以上でありかつ２／３未
満の場合は、銀行等において正券の五千円札と交換することが可能である。この場合、紙
幣の価値はそれぞれ一万円、五千円となる。一方、一万円札の大部分が破れて欠けており
、当該一万円札の残存する面積の割合が２／５未満の場合は、この一万円札の価値は０と
みなされ、正券の紙幣と交換することはできない。
【００４８】
　操作者が操作表示部６００により入金データを入力すると（ＳＴＥＰ１１０）、操作表
示部６００には、入金データと、損券や旧券の画像データとが並列に表示されるようにな
る（ＳＴＥＰ１１１）。
【００４９】
　その後、投入部１０に投入された損券や旧券が全て有価媒体処理装置５００の機体内に
取り込まれ、これらの損券や旧券が一時保留部２０に保留された後、操作表示部６００に
は、入金データの確定を求める旨の表示がなされる。そして、操作者が入金データの確定
の指令を行うと（ＳＴＥＰ１１２の「ＹＥＳ」）、一時保留部２０に一時的に保留された
損券や旧券は搬送部１４の第１の搬送部１４ａにより１枚ずつ搬送され、損券収納部４０
、４２に分類収納されるようになる（ＳＴＥＰ１１３）。その後、入力された入金データ
は貨幣処理システム１の記憶部８０８や有価媒体処理装置５００の記憶部８２に記憶され
る（ＳＴＥＰ１１４）。一方、操作者が入金データの確定を行う代わりに（ＳＴＥＰ１１
２の「ＮＯ」）、入金データの修正を行った場合には（ＳＴＥＰ１１５の「ＹＥＳ」）、
入力された入金データの修正が行われる（ＳＴＥＰ１１７）。その後、操作表示部６００
には、修正された入金データの確定を求める旨の表示がなされる。一方、入金データの修
正も行われず、損券や旧券の返却の指令が操作表示部６００により入力された場合には（
ＳＴＥＰ１１５の「ＮＯ」）、一時保留部２０に一時的に保留された損券や旧券は搬送部
１４の第１の搬送部１４ａにより投出部６０に搬送され、機体外に返却されるようになる
（ＳＴＥＰ１１６）。このようにして、有価媒体処理装置５００への損券や旧券の入金動
作が完了する。
【００５０】
　上述したような、有価媒体処理装置５００に損券を入金する入金処理のより具体的な態
様について、図４および図１３乃至図１７を用いて以下に説明する。
【００５１】
　本実施の形態における有価媒体処理装置５００では、図４に示すように、券種受付手段
８５、価値受付手段８６、出力手段８７および算出手段８８がそれぞれ設けられている。
これらの券種受付手段８５、価値受付手段８６、出力手段８７および算出手段８８はそれ
ぞれ有価媒体処理装置５００の制御部８０に接続されており、券種受付手段８５や価値受
付手段８６により受け付けられた様々な情報は制御部８０に送られるようになっている。
また、制御部８０が出力手段８７に指令を与えることにより、出力手段８７は、後述する
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ような、紙葉類の価値を操作者が決定するのを支援するための支援情報（言い換えると、
操作者にとって有益な参考情報）を出力するようになっている。以下、券種受付手段８５
、価値受付手段８６、出力手段８７および算出手段８８の各々について詳細に説明する。
【００５２】
　図５のフローチャートに示すように、有価媒体処理装置５００において投入部１０に損
券が投入されると、この損券は繰出機構１２により機体内に繰り出され、搬送部１４によ
り搬送される。そして、機体内に繰り出された損券は撮像部１６により撮像され、撮像さ
れた損券の画像データが得られる。なお、本実施の形態では、撮像部１６により紙幣の表
面および裏面の両方を撮像して表面および裏面の画像データをそれぞれ得るようになって
いてもよい。その後、撮像部１６により撮像された損券は一時保留部２０に搬送され、こ
の一時保留部２０で一時的に保留される。損券が一時保留部２０に保留されると、操作表
示部６００には損券の画像データが表示されるようになる。そして、操作者は、操作表示
部６００に表示された損券の画像データに基づいて、操作表示部６００により入金データ
を入力する。具体的には、入金データとして、紙幣（損券）の券種や価値等を操作表示部
６００により入力する。
【００５３】
　操作表示部６００による入金データの入力方法について、図１３に示す操作画面を用い
て更に詳細に説明する。操作者が入金データを入力する際に、タッチパネルからなる操作
表示部６００には、撮像部１６により撮像された損券の画像データが表示されるとともに
、図１３に示すような操作画面が表示される。そして、操作者は、まず、投入部１０に投
入した損券の金種（図１３において「金額」と表示）を入力する。具体的には、操作表示
部６００に表示されている各金種（金額）に操作者の指が触れることにより、損券の金種
が選択される。なお、この際に、撮像部１６により撮像された損券の画像データに基づい
て、制御部８０においてこの損券の金種がＯＣＲ等により判別された場合には、操作表示
部６００に表示されている各金種（金額）の表示のうち、判別結果に合致する金種（金額
）が色表示等で強調表示される。
【００５４】
　次に、操作者は、投入部１０に投入した損券の発行時期を選択する。具体的には、操作
表示部６００に表示されている「Ａ券」～「Ｅ券」のうち何れかに操作者の指が触れるこ
とにより、損券の発行時期が選択される。図１３の操作表示部６００に表示されているＡ
券～Ｅ券については、図２３における損券の発行日に対応している。すなわち、操作者が
金額において「一万円札」を選択し、発行時期について「Ｅ券」を選択した場合には、券
種がＥ一万円券（発行日は２００４年１１月１日）であるという情報が入力されるように
なる。操作表示部６００により入力された損券の券種については、券種受付手段８５に受
け付けられるようになる。
【００５５】
　次に、操作者は、操作表示部６００により、投入部１０に投入した損券の価値を選択す
る。具体的には、操作表示部６００に表示されている「全額」「半額」「失効」のうち何
れかに操作者の指が触れることにより、損券の価値を選択する。操作表示部６００により
入力された損券の価値については、価値受付手段８６に受け付けられるようになる。また
、操作者は、操作表示部６００により、投入部１０に投入した損券の修復を行うか否かに
ついての情報を入力する。具体的には、操作表示部６００に表示されている「修復：要」
「修復：否」のうち何れかに操作者の指が触れることにより、損券の修復を行うか否かに
ついて選択を行うようになる。また、操作者は、操作表示部６００により、投入部１０に
投入した損券の鑑定を行うか否かについての情報を入力する。具体的には、操作表示部６
００に表示されている「鑑定：要」「鑑定：否」のうち何れかに操作者の指が触れること
により、損券の鑑定を行うか否かについて選択を行うようになる。
【００５６】
　なお、本実施の形態の有価媒体処理装置５００では、図１３に示すような操作表示部６
００の操作画面において、券種受付手段８５により紙幣の券種が受け付けられる際に、紙
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幣の金種に係る情報が受け付けられると、紙幣の新旧に係る複数の候補のうち当該金種に
対応するものだけが操作表示部６００に表示されるようになっている。具体的には、図１
３に示すような操作表示部６００の操作画面において、例えば金種（金額）として二千円
札を選択すると、発行時期としては、Ａ券～Ｅ券のうちＤ券のみが表示され、他のＡ券、
Ｂ券、Ｃ券、Ｅ券は選択することができないようになる。なぜならば、図２３に示すよう
に、二千円札の券種としては、Ｄ二千円券しか存在しないからである。同様に、図１３に
示すような操作表示部６００の操作画面において、例えば金種（金額）として一万円札を
選択すると、発行時期としては、Ａ券～Ｅ券のうちＣ券、Ｄ券、Ｅ券のみが表示され、他
のＡ券、Ｂ券は選択することができないようになる。なぜならば、図２３に示すように、
一万円札の券種としては、Ｃ一万円券、Ｄ一万円券、Ｅ一万円券しか存在しないからであ
る。このように、図１３に示すような操作表示部６００の表示画面において、紙幣の金種
に係る情報が受け付けられると、紙幣の新旧に係る複数の候補のうち当該金種に対応する
ものだけが操作表示部６００に表示されるようになっているため、操作者は券種の選択を
迅速かつ確実に行うことができるようになる。
【００５７】
　また、本実施の形態では、出力手段８７により、撮像部１６により得られた損券の画像
データ、および損券の価値を操作者が決定するのを支援するための支援情報が出力され、
出力された情報が操作表示部６００に表示されるようになっている。ここで、損券の価値
を操作者が決定するのを支援するための支援情報は、例えば図１４に示すような所定の間
隔の縦横の格子状ラインである。そして、このような格子状ラインを参照して、操作者は
、損傷していない紙幣の全体面積に対する、撮像部１６により得られた損券の画像データ
における紙幣の有効面積または失効面積の割合を決定するようになっている。そして、そ
の割合が２／３以上の場合は、損券はその金種の全額相当の価値があるとして、操作者は
価値の入力を行う際に「全額」を選択し、また、その割合が２／５以上でありかつ２／３
未満の場合は、損券はその金種の半額相当の価値があるとして、操作者は価値の入力を行
う際に「半額」を選択する。一方、紙幣の残存する面積の割合が２／５未満の場合は、当
該紙幣の価値は失効しており価値のないものと判断し、操作者は価値の入力を行う際に「
失効」を選択する。このように、図１４に示すような格子状ラインからなる支援情報は、
操作者が操作表示部６００により紙幣の価値を入力する際の手助けとなる。なお、図１４
に示すような格子状ラインは、紙幣の券種毎に複数のものが用意されており、券種受付手
段８５に損券の券種が受け付けられたときに、この券種に対応する格子状ラインが操作表
示部６００に表示されるようになっている。
【００５８】
　図１５に、その約半分が破れて欠けているような損券の画像データが操作表示部６００
に表示されたときの表示内容を示す。図１５に示すように、損券の約半分が破れて欠けて
いる場合でも、格子状ラインからなる支援情報は、当該損券の券種に対応する正券の全面
積に対応するよう操作表示部６００に表示されるようになる。このことにより、操作者は
、損券がどの程度欠けているかについて、格子状ラインが損券を覆うように描かれている
ことによって、迅速かつ確実に判断することができるようになる。
【００５９】
　また、本実施の形態の有価媒体処理装置５００では、図４に示すように制御部８０には
算出手段８８が接続されており、この算出手段８８により、損傷していない紙幣の全体面
積に対する、撮像部１６により得られた損券の画像データにおける損券の有効面積または
失効面積の割合を算出するようになっている。より詳細には、算出手段８８は、例えば、
撮像部１６により得られた損券の画像データのピクセル数と、当該損券の券種に対応する
正券（損傷していない紙幣）を撮像部１６により撮像したときの画像データのピクセル数
とを比較することにより、損券の有効面積または失効面積の割合を算出するようになって
いる。そして、出力手段８７は、格子状ラインからなる支援情報に加えて、算出手段８８
により算出された割合も出力するようになっている。より具体的に説明すると、例えば図
１５に示すような約半分が破れて欠けている損券が撮像部１６により撮像されて一時保留
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部２０に保留されると、操作表示部６００には図１５に示すような損券の画像データおよ
び格子状ラインからなる支援情報が表示されるとともに、算出手段８８により算出された
、損券の有効面積の割合も表示されるようになる。具体的には、例えば「有効面積の割合
が５８％である」という情報が操作表示部６００に表示されるようになる。このような、
算出手段８８により算出された損券の有効面積または失効面積の割合に係る情報は、操作
者が操作表示部６００により紙幣の価値を入力する際に操作者が参考にすることができる
ようになる。
【００６０】
　そして、操作者が操作表示部６００により入金データを入力すると、図１６に示すよう
に、撮像部１６により得られた損券の画像データおよび券種受付手段８５に受け付けられ
た損券の券種が出力手段８７により出力され、出力された情報が操作表示部６００に表示
される。より具体的には、操作者が操作表示部６００により入金データを入力すると、操
作表示部６００には、入金データ（イメージ伝票）と、損券の画像データとが並列に表示
されるようになる。ここで、入金データには、券種受付手段８５に受け付けられた損券の
券種や、価値受付手段８６に受け付けられた損券の価値が含まれる。また、この際に、撮
像部１６により紙幣の表面および裏面の両方を撮像している場合には、操作表示部６００
には損券の表面および裏面の画像データがそれぞれ表示されるようになっている。このこ
とにより、操作者は入金データを入力した後に、操作表示部６００を見ることにより視覚
的に入力ミスを発見しやすくなり、損券の券種や価値が誤って入力されてしまうことを防
止することができる。
【００６１】
　図１６に示すように、入金データには、処理日、処理時間、操作者ＩＤ（ＩＤカードリ
ーダ８１０により読み取られた、操作者が所有するＩＤカードの読み取り情報）、損券の
券種および価値が含まれている。すなわち、図１６に示す入金データにおける損券の券種
は、操作者が図１３に示すような操作表示部６００により損券の金種や発行時期を入力す
ることにより券種受付手段８５に受け付けられた損券の券種であり、図１６に示す入金デ
ータにおける損券の価値は、操作者が図１３に示すような操作表示部６００により損券の
価値を入力することにより価値受付手段８６に受け付けられた損券の価値である。このよ
うに、操作表示部６００に表示される入金データには、券種受付手段８５に受け付けられ
た損券の券種が含まれるようになる。
【００６２】
　なお、操作表示部６００には、１枚の損券の画像データおよびこの損券の入金データが
表示されるようになっていてもよく、あるいは、一の取引における、撮像部１６により得
られた全ての損券の画像データ、および損券の各画像データに対応する各々の入金データ
（イメージ伝票）を一覧表示するようになっていてもよい。また、他の例としては、撮像
部１６により得られた損券の画像データを１枚ずつ操作表示部６００に表示するか、また
は一の取引における、撮像部１６により得られた全ての損券の画像データを操作表示部６
００に一覧表示するかを選択する選択手段９０（図４参照）が設けられており、操作表示
部６００には、選択手段９０により選択された方法により、撮像部１６により得られた損
券の画像データおよびこの画像データに対応する入金データが表示されるようになってい
てもよい。
【００６３】
　また、操作表示部６００に、入金データ（券種受付手段８５に受け付けられた損券の券
種を含む）と、損券の画像データとが並列に表示される代わりに、入金データおよび損券
の画像データが切換式によりそれぞれ別々に操作表示部６００に表示されるようになって
いてもよい。また、入金データおよび画像データのうちいずれか一方を操作表示部６００
に表示し、もう一方を、通信可能な他端末に表示するようになっていてもよい。
【００６４】
　また、本実施の形態の有価媒体処理装置５００においては、図４に示すように、撮像部
１６により得られた損券の画像データに基づいて損券の券種（金種や発行時期）を判別す
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る判別手段８９が設けられている。そして、操作表示部６００において、判別手段８９に
より判別された損券の券種と、操作者が図１３に示すような操作表示部６００の操作画面
により損券の金種や発行時期を入力することにより券種受付手段８５に受け付けられた損
券の券種とが異なるような損券の入金データについては、両者が一致するような損券の入
金データとは異なる態様、具体的には異なる色で表示されるようになっている。具体的に
は、判別手段８９により判別された損券の券種と、操作者が図１３に示すような操作表示
部６００の操作画面により損券の金種や発行時期を入力することにより券種受付手段８５
に受け付けられた損券の券種とが一致する場合には、入金データの背景は例えば白色で表
示され、判別手段８９により判別された損券の券種と、操作者が図１３に示すような操作
表示部６００の操作画面により損券の金種や発行時期を入力することにより券種受付手段
８５に受け付けられた損券の券種とが異なる場合には、操作者に警告を発する目的のため
、入金データの背景は例えば赤色で表示される。また、この場合には、操作者が入金デー
タの入力を完了した後、操作者に確認を促すようなメッセージが操作表示部６００に表示
される。
【００６５】
　また、制御部８０において、判別手段８９により判別された損券の券種、および算出手
段８８により算出された損券の有効面積または失効面積の割合に係る情報に基づいて、損
券の価値が自動的に算出されるようになっていてもよい。この場合には、操作者が図１３
に示すような操作表示部６００の操作画面により損券の価値を入力することにより価値受
付手段８６に受け付けられた損券の価値と、制御部８０において自動的に算出された損券
の価値とが異なる場合には、操作者に警告を発する目的のため、操作表示部６００に表示
される入金データの背景の色が、両者の価値が同一である場合の入金データの背景の色と
は異なるとなる。また、この場合には、操作者が入金データの入力を完了した後、操作者
に確認を促すようなメッセージが操作表示部６００に表示される。
【００６６】
　上述のように、操作者が入金データの入力を完了した後、この入金データに誤りがある
可能性がある場合には、操作者に確認を促すようなメッセージが操作表示部６００に表示
されることにより、「損券の券種や価値の選択時」「入力完了時」の２度のタイミングで
操作者は入金データのチェックを行うことができるようになるため、入金データの入力ミ
スをより確実に防止することができるようになる。
【００６７】
　以上のように、本実施の形態では、機体内に損券を投入するための投入部１０と、投入
部１０により機体内に投入された損券を撮像して画像データを得る撮像部１６と、損券の
券種を受け付ける券種受付手段８５と、損券の価値を受け付ける価値受付手段８６と、撮
像部１６により得られた損券の画像データ、および券種受付手段８５により受け付けられ
た券種に対応する、損券の価値を操作者が決定するのを支援するための支援情報を出力す
る出力手段８７とを有する有価媒体処理装置５００が提供される。このように、損券の価
値を操作者が決定するのを支援するための支援情報が出力されることにより、出力させた
支援情報を画像データとともに例えば操作表示部６００に表示させることができ、紙幣の
価値判断を行う専門の係員でなくても、その一部が破れて欠けている損券について、出力
された支援情報を参照してその価値判断を正確に行うことができる。
【００６８】
　ここで、出力手段８７により出力される支援情報は、券種受付手段８５により受け付け
られた券種の損券の全体面積に対する、撮像部１６により得られた損券の画像データにお
ける損券の有効面積または失効面積の割合を操作者が決定するのを支援する情報となって
いる。より具体的には、支援情報は、図１４等に示すような所定の間隔の縦横の格子状ラ
インとなっている。なお、支援情報として、損券の有効面積または失効面積の割合を操作
者が決定するのを支援することができるものであれば、図１４等に示すような格子状ライ
ン以外のものを用いてもよい。
【００６９】
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　また、前述のように、券種受付手段８５により受け付けられた券種の紙幣の全体面積に
対する、撮像部１６により得られた損券の画像データにおける損券の有効面積または失効
面積の割合が算出手段８８により算出されるようになっており、出力手段８７は、算出手
段８８により算出された割合も出力するようになっている。このことにより、操作者は、
支援情報に加えて、算出手段８８により算出された割合も参照して損券の価値を判断する
ことができるようになる。
【００７０】
　また、本実施の形態では、損券の画像データおよび券種受付手段８５に受け付けられた
損券の券種が出力手段８７から出力されることにより、出力情報を例えば操作表示部６０
０に表示させることができ、操作者は入力した入金データについて、損券の画像データと
照らし合わせることにより視覚的に入力ミスを発見しやすくなり、損券の券種について入
力ミスを防止することができるようになる。
【００７１】
　なお、本実施の形態では、有価媒体処理装置５００の出力手段８７により出力された情
報は操作表示部６００に表示されるようになっているが、このような態様に限定されるこ
とはない。例えば、有価媒体処理装置５００自体（具体的には、有価媒体処理装置５００
の筐体の前面または上面）に表示部が設けられており、この表示部に、出力手段８７によ
り出力された情報が表示されるようになっていてもよい。また、出力手段８７により出力
された情報がプリンタ７００で印刷されるようになっていてもよく、また、通信可能な外
部の他端末に表示されるようになっていてもよい。
【００７２】
　また、本実施の形態の有価媒体処理装置５００では、券種受付手段８５により損券の券
種が受け付けられるとともに価値受付手段８６により損券の価値が受け付けられると、受
け付けられた損券の券種および価値に対応する金額の新券が新券収納部５０から投出部６
０に搬送され、この投出部６０から機体外に投出されるようになっていてもよい。このよ
うな場合には、損券が有価媒体処理装置５００の投入部１０に投入されたときに、有価媒
体処理装置５００の機体内に取り込まれた損券の価値に対応する新券を有価媒体処理装置
５００から出金することができるようになる。
【００７３】
　また、本実施の形態の有価媒体処理装置５００では、価値受付手段８６により受け付け
られた損券の価値が０であった場合に、この損券を損券収納部４０、４２に収納するので
はなく、価値が０であると判断された損券は一時保留部２０から投出部６０に搬送され、
この投出部６０から機体外に投出されるようになっていてもよい。
【００７４】
　また、本実施の形態の有価媒体処理装置５００では、操作者が入金データを操作表示部
６００により入力した後、図１７に示すように、券種受付手段８５により受け付けられた
券種に対応する紙幣のサンプル画像（具体的には、図１７における下段の千円札）が、撮
像部１６により得られた損券の画像データと並列に操作表示部６００に表示されるように
なっていてもよい。このことにより、撮像部１６により得られた損券の画像データと紙幣
のサンプル画像とを見比べることによって、操作者が操作表示部６００により入力した紙
幣の券種が正しいか否かを判断することができるようになる。すなわち、操作者が操作表
示部６００により入力した紙幣の券種が誤っている場合には、撮像部１６により得られた
損券の画像データと紙幣のサンプル画像とが互いに異なるものとなってしまうので、操作
者は紙幣の券種の入力ミスに気付くことができるようになる。
【００７５】
　また、撮像部１６により紙幣の表面および裏面の両方を撮像しており、操作表示部６０
０に損券の表面および裏面の画像データがそれぞれ表示されるようになっている場合には
、紙幣のサンプル画像について、紙幣の表面および裏面の両方のサンプル画像が操作表示
部６００にそれぞれ表示されるようになっていてもよい。とりわけ、Ｄ一万円券やＥ一万
円券のような、紙幣の表面だけでは券種（具体的には、発行時期）の判別が困難な紙幣に
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ついても、裏面のサンプル画像を表示させることにより、券種について操作者の入力ミス
をより確実に防止することができるようになる。
【００７６】
　また、券種受付手段８５に受け付けられた券種に対応する紙幣のサンプル画像が操作表
示部６００に表示されるようになっている場合、紙幣のサンプル画像のうち特定の部分が
他の部分とは異なる態様で表示されるようになっていてもよい。また、撮像部１６により
得られた損券の画像データのうち特定の部分が他の部分とは異なる態様で表示されるよう
になっていてもよい。具体的には、図１７に示すように、撮像部１６により得られた損券
の画像データや紙幣のサンプル画像のうち、特定の部分が二重丸で囲まれた状態で操作表
示部６００に表示されるようになっていてもよい。ここで、撮像部１６により得られた損
券の画像データや紙幣のサンプル画像において二重丸で囲まれた特定の部分は、その紙幣
の券種を判断するのに際だった特徴を有する箇所である。すなわち、撮像部１６により得
られた損券の画像データと紙幣のサンプル画像とを見比べる際に、操作者は、撮像部１６
により得られた損券の画像データやサンプル画像における二重丸で囲まれた特定の部分を
重点的にチェックすることにより、操作表示部６００により入力した紙幣の券種が正しい
か否かの判断を短時間で行うことができるようになる。
【００７７】
　なお、上記の説明では、有価媒体処理装置５００の機体内に損券が投入された場合につ
いて説明しているが、このような例に限定されることはない。本発明では、有価媒体処理
装置５００に損券以外の紙葉類（具体的には、例えば損券以外の紙幣や小切手、手形等）
が投入された場合でも、上述した処理と同様の処理が行われるようになっている。すなわ
ち、本発明では、撮像部１６により得られた紙葉類の画像データ、および券種受付手段８
５により受け付けられた紙葉類の券種に対応する、紙葉類の価値を操作者が決定するのを
支援するための支援情報が出力手段８７により出力されるようになっていてもよい。また
、本発明では、撮像部１６により得られた紙葉類の画像データ、および券種受付手段８５
により受け付けられた紙葉類の券種が出力手段８７により出力されるようになっていても
よい。
【００７８】
　また、本実施の形態では、損傷の度合いが大きくその一部が破れている損券については
、有価媒体処理装置５００の機体内に投入する前に、図１８等に示すような搬送補助シー
ト９００（キャリアシート）に収容し、搬送補助シート９００に収容された状態で損券が
有価媒体処理装置５００の機体内に投入され、損券は搬送補助シート９００に収容された
状態で損券収納部４０、４２内に収納されるようになっている。このような態様の詳細に
ついて、図４および図１８乃至図２２を用いて以下に説明する。
【００７９】
　搬送補助シート９００について図１８および図１９を用いて詳しく説明する。図１８は
、搬送補助シート９００の正面図であり、図１９は、図１８に示す搬送補助シート９００
を側方から見た図である。なお、図１８等において、搬送補助シート９００に収容された
損券を参照符号Ｐで示している。搬送補助シート９００は、損券を挟んで収容する一対の
シート９０２、９０４から構成されており、これらの一対のシート９０２、９０４は貼付
エリア９０６（図１８において斜線で表示）において互いに貼り付けられるようになって
いる。また、これらの一対のシート９０２、９０４のうち少なくとも一面が透明または半
透明となっている。具体的には、一対のシート９０２、９０４として、可視光を透過する
ＩＲ（赤外線）カットフィルムが用いられるようになっている。このことにより、搬送補
助シート９００に収容された損券が有価媒体処理装置５００の機体内で搬送部１４により
搬送されて撮像部１６により撮像されたときに、搬送補助シート９００に収容された損券
の可視光イメージを得ることができるようになる。なお、一対のシート９０２、９０４の
それぞれが透明または半透明となっている場合には、搬送補助シート９００に収容された
損券の両面の可視光イメージを得ることができるようになる。また、搬送部１４には、有
価媒体を検出して当該有価媒体の搬送の制御を行う搬送制御センサが設けられているが、
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このような搬送制御センサがＩＲカットフィルムを検出することにより、搬送部１４にお
ける損券の搬送において分岐ミスやジャム等のトラブルの発生を防止することができるよ
うになる。
【００８０】
　搬送補助シートの他の例について図２０に示す。図２０に示す搬送補助シート９００ａ
では、一対のシート９０２、９０４として単なる透明フィルムが用いられるようになって
おり、これらの一対のシート９０２、９０４のうち一方のシートにＩＲカットフィルム９
０８（図２０において斜線で表示）が横方向に延びるよう貼り付けられている。図２０に
示す搬送補助シート９００ａでは、搬送部１４に設けられた搬送制御センサにより検出さ
れる箇所にのみＩＲカットフィルム９０８が設けられるようになっている。図２０に示す
ような搬送補助シート９００ａでも、搬送部１４に設けられた搬送制御センサがＩＲカッ
トフィルム９０８を検出することにより、搬送補助シート９００ａに収容された損券につ
いて、搬送部１４により搬送される際に分岐ミスやジャム等のトラブルが発生することを
防止することができるようになる。
【００８１】
　搬送補助シートの更に他の例について図２１および図２２に示す。図２１に示す搬送補
助シート９００ｂでは、一対のシート９０２、９０４として単なる透明フィルムが用いら
れるようになっており、これらの一対のシート９０２、９０４のうち一方のシートにＩＲ
カットフィルム９１０（図２１において斜線で表示）が縦模様となるよう貼り付けられて
いる。また、図２２に示す搬送補助シート９００ｃでは、一対のシート９０２、９０４と
して単なる透明フィルムが用いられるようになっており、これらの一対のシート９０２、
９０４のうち一方のシートにおける貼付エリア９０６の先頭部分にのみＩＲカットフィル
ム９１２（図２２において斜線で表示）が縦模様となるよう貼り付けられている。図２１
や図２２に示すような搬送補助シート９００ｂ、９００ｃでも、搬送部１４に設けられた
搬送制御センサがＩＲカットフィルム９１０、９１２を検出することにより、搬送補助シ
ート９００ｂ、９００ｃに収容された損券について、搬送部１４により搬送される際に分
岐ミスやジャム等のトラブルが発生することを防止することができるようになる。
【００８２】
　なお、本実施の形態では、搬送部１４に設けられた搬送制御センサにより検出される部
分として、一対のシート９０２、９０４の少なくとも一部の領域または全面にＩＲカット
フィルムのような特定の波長の光を遮断する被検出部分が設けられているが、このような
例に限定されることはない。他の態様としては、一対のシート９０２、９０４の少なくと
も一部の領域または全面に、特定の波長の光を反射させる被検出部分が設けられていても
よい。
【００８３】
　また、搬送補助シート９００における一対のシート９０２、９０４は、必ずしも透明ま
たは半透明のものでなくともよい。一対のシート９０２、９０４として、それぞれ光を透
過させないような材料のものを用いてもよい。この場合には、搬送補助シート９００に収
容された損券について、撮像部１６により撮像して画像データを得ることができないが、
搬送補助シート９００に収容された損券について有価媒体処理装置５００の機体内に投入
する前にシート９０２、９０４に当該損券に関する情報（券種や価値）を直接書き込んで
おくことにより、有価媒体処理装置５００の機体内から損券が回収される際にこの損券の
情報をすぐに確認することができるようになる。
【００８４】
　また、本実施の形態では、一枚取込モードが選択され、搬送補助シート９００に収容さ
れた損券を１枚ずつ有価媒体処理装置５００の機体内に投入して損券収納部４０、４２に
収納する場合には、有価媒体処理装置５００の機体内に投入された損券を搬送部１４の搬
送路上で一時的に保留し、操作表示部６００により操作者が確認の指令を与えると、搬送
部１４の搬送路上で一時的に保留された損券が損券収納部４０、４２に収納されるように
なっている。一方、一括取込モードが選択され、搬送補助シート９００に収容された損券
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をまとめて有価媒体処理装置５００の機体内に投入して損券収納部４０、４２に収納する
場合には、有価媒体処理装置５００の機体内に投入された損券を一時保留部２０に搬送し
てこの一時保留部２０で一時的に保留し、操作表示部６００により操作者が確認の指令を
与えると、一時保留部２０で一時的に保留された損券が損券収納部４０、４２に収納され
るようになっている。
【００８５】
　また、本実施の形態では、搬送補助シート９００に収容された損券が有価媒体処理装置
５００の機体内で搬送部１４により搬送される際に、撮像部１６により撮像されて画像デ
ータが得られるようになっている。このように、撮像部１６は、搬送補助シート９００に
収容された損券の識別を行う識別部としても機能するようになっている。
【００８６】
　なお、本実施の形態の搬送補助シートは、損券を収容する態様のものに限定されること
はない。他の例として、損券に搬送補助シートを付着させ、搬送補助シートが付着した損
券を有価媒体処理装置５００の機体内に投入し、搬送補助シートが付着した損券を有価媒
体処理装置５００の機体内で搬送して当該機体内に収納するようになっていてもよい。こ
の場合でも、その一部が破れて欠けている損券について有価媒体処理装置５００の機体内
に収納して管理することができる。
【００８７】
　また、本実施の形態では、搬送補助シート９００の一対のシート９０２、９０４のうち
少なくとも一面が透明または半透明となっていてもよい。このことにより、搬送補助シー
ト９００に収容された損券を撮像部１６により撮像することができるようになる。また、
一対のシート９０２、９０４の両面が透明または半透明となっており、一対のシート９０
２、９０４のうち少なくとも一方のシートにおける少なくとも一部の領域に、特定の波長
の光を遮断または反射させる被検出部分（具体的には、例えばＩＲカットフィルム）が設
けられていてもよい。この場合には、搬送部１４に設けられた搬送制御センサが搬送補助
シート９００の被検出部分を検出することにより、搬送補助シート９００に収容された損
券について、搬送部１４により搬送される際に分岐ミスやジャム等のトラブルが発生する
ことを防止することができるようになる。また、上記の説明ではＩＲカットフィルムを用
いる例を説明したが、このような例に限定されることはなく、被検出部分として偏光フィ
ルムを用いてもよい。
【００８８】
　なお、上記の説明では、搬送補助シート９００に収容される有価媒体として損券を例に
挙げて説明したが、このような例に限定されることはない。搬送補助シート９００に収納
される紙葉類として、損券以外の紙幣、小切手、手形等を用いてもよい。また、本実施の
形態では、有価媒体処理装置５００の機体内に投入されるべき紙葉類の種類（紙幣、小切
手、手形等）によって、異なるタイプ、具体的には異なるサイズの搬送補助シート９００
に紙葉類を収容するようになっていてもよい。
【００８９】
　また、本実施の形態では、バラ紙幣処理装置１００で受け付けることのできないような
損券の状態としては、損傷の度合いが大きくセロハンテープ等により補修が必要な補修必
要状態と、それほど損傷しておらず補修を行う必要のない補修不要状態とがある。また、
損券は中央銀行（日本国の場合は日本銀行）に送ることにより正券の紙幣と交換すること
ができるが、損傷の度合いが大きい補修必要状態の損券については、補修を行った後に中
央銀行に送る必要がある。すなわち、補修必要状態の損券が有価媒体処理装置５００の機
体内に収納されると、操作者はこの補修必要状態の損券を有価媒体処理装置５００の機体
内から一旦取り出し、補修を行った後に再び有価媒体処理装置５００の機体内に投入する
ようになる。このことにより、有価媒体処理装置５００の機体内に収納された補修不要状
態の損券が所定の枚数に達すると、この補修不要状態の損券を有価媒体処理装置５００の
機体内から取り出して中央銀行へ送ることができるようになる。このような態様の詳細に
ついて、図４を用いて以下に説明する。
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【００９０】
　本実施の形態の有価媒体処理装置５００では、図４に示すように、損券状態受付手段９
２および設定手段９３がそれぞれ設けられている。これらの損券状態受付手段９２および
設定手段９３はそれぞれ有価媒体処理装置５００の制御部８０に接続されており、損券状
態受付手段９２により受け付けられた情報や設定手段９３により設定された情報は制御部
８０に送られるようになっている。以下、損券状態受付手段９２および設定手段９３の各
々について詳細に説明する。
【００９１】
　損券状態受付手段９２は、損券の状態に関する情報を受け付けるようになっている。こ
こで、損券状態受付手段９２に受け付けられる損券の状態は、損券の補修が必要な補修必
要状態、および損券の補修が不要な補修不要状態となっている。損券の状態を損券状態受
付手段９２に受け付けさせる方法としては、手動による方法および自動的に受け付け処理
を行う方法がある。
【００９２】
　損券の状態を手動で損券状態受付手段９２に受け付けさせる方法としては、損券が有価
媒体処理装置５００の機体内に投入されて撮像部１６により撮像された後、操作者が図１
３に示すような操作表示部６００の操作画面を用いて入金データを入力する際に、操作表
示部６００に表示されている「修復：要」「修復：否」のうち何れかに操作者の指が触れ
ることにより、損券の状態が補修必要状態かまたは補修不要状態かを入力することができ
る。すなわち、図１３に示すような操作表示部６００において、操作者が「修復：要」に
触れたときには、損券の状態が補修必要状態であるという情報が損券状態受付手段９２に
受け付けられる。一方、図１３に示すような操作表示部６００において、操作者が「修復
：否」に触れたときには、損券の状態が補修不要状態であるという情報が損券状態受付手
段９２に受け付けられる。
【００９３】
　また、損券の状態を自動的に損券状態受付手段９２に受け付けさせる方法について以下
に説明する。投入部１０により機体内に投入された損券が搬送補助シート９００に収容さ
れているときには、このような情報が、搬送部１４に設けられた搬送制御センサや撮像部
１６等により検出され、この場合には損券の状態が補修必要状態であるという情報が損券
状態受付手段９２に受け付けられる。一方、投入部１０により機体内に投入された損券が
搬送補助シート９００に収容されていないときには、このような情報が、搬送部１４に設
けられた搬送制御センサや撮像部１６等により検出され、この場合には損券の状態が補修
不要状態であるという情報が損券状態受付手段９２に受け付けられる。
【００９４】
　また、損券の状態を自動的に損券状態受付手段９２に受け付けさせる方法として、撮像
部１６により撮像された損券の画像データに基づいて、有価媒体処理装置５００の機体内
に投入された損券が補修必要状態かまたは補修不要状態かを制御部８０が自動的に判断す
るようになっていてもよい。
【００９５】
　本実施の形態の有価媒体処理装置５００では、損券状態受付手段９２に受け付けられた
損券の状態に関する情報に基づいて、投入部１０により機体内に投入された損券が各損券
収納部４０、４２に振り分けて収納されるようになっている。より具体的には、損券状態
受付手段９２に受け付けられた損券の状態が補修必要状態であるときには、投入部１０に
より機体内に投入された損券はスタッカ方式の損券収納部４０に収納され、損券状態受付
手段９２に受け付けられた損券の状態が補修不要状態であるときには、投入部１０により
機体内に投入された損券はテープ巻取方式の損券収納部４２に収納される。このようにし
て、投入部１０により機体内に投入された損券について、補修必要状態の損券および補修
不要状態の損券を別々の損券収納部４０、４２に振り分けて収納することができるように
なる。なお、補修必要状態の損券がスタッカ巻取方式の損券収納部４０に収納される理由
としては、もし仮に補修必要状態の損券がテープ巻取方式の損券収納部４２に収納される
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場合には、このような損券が一対のテープに挟まれてドラム４２ａにより巻き取られる際
に、損券が更に損傷してしまったりジャムが発生してしまったりするというトラブルが発
生するおそれがあるからである。このため、損傷の度合いが大きいような補修必要状態の
損券については、スタッカ方式の損券収納部４０に送ることによりこの損券収納部４０で
単に積み重ねるようにしている。
【００９６】
　補修必要状態の損券がスタッカ方式の損券収納部４０に収納された後、操作者はこの損
券収納部４０に収納された損券を機体内から取り出し、セロテープ（登録商標）等により
補修を行う。なお、スタッカ方式の損券収納部４０に収納された補修必要状態の損券を機
体内から取り出すことができるのは、特定の権限を有する操作者のみとなっている。より
詳細には、操作者は自己が所持するＩＤカードをＩＤカードリーダ８１０により読み取ら
せ、ＩＤカードリーダ８１０によって読み取られたＩＤカードのＩＤ情報に基づいて操作
者の権限が確認されることにより、特定の権限を有する操作者は有価媒体処理装置５００
の機体内から、損券収納部４０に収納された損券を取り出すことができるようになる。な
お、特定の権限を有する操作者に関する情報は設定手段９３により設定することができる
ようになっている。より詳細には、有価媒体処理装置５００の機体内から損券を取り出す
ことができる操作者の権限について操作表示部６００により入力することによって、設定
手段９３において特定の権限を有する操作者に関する情報が設定されるようになる。
【００９７】
　前述のように、スタッカ方式の損券収納部４０に収納された補修必要状態の損券は、有
価媒体処理装置５００の機体内から取り出され、操作者によって補修が行われた後に、補
修不要状態の損券として投入部１０により機体内に再投入してテープ巻取方式の損券収納
部４２に収納することができるようになっている。ここで、１回目に有価媒体処理装置５
００の機体内に投入された損券、および補修を行った後に再び有価媒体処理装置５００の
機体内に投入された損券をそれぞれ撮像部１６により撮像することによって、補修前の損
券の画像データおよび補修後の損券の画像データがそれぞれ得られるようになっている。
そして、貨幣処理システム１の記憶部８０８や有価媒体処理装置５００の記憶部８２には
、補修前の損券の画像データと、補修後の損券の画像データとが関連付けられて記憶され
るようになっている。このことにより、補修の前後の損券の画像データを関連付けて記憶
部８０８や記憶部８２に記憶させることができるため、損券の補修時に何らかの不正等が
発生したときに、このような不正等の追跡が容易になる。
【００９８】
　あるいは、補修後の損券が投入部１０により有価媒体処理装置５００の機体内に再投入
され、撮像部１６により撮像されて当該損券の画像データが得られると、記憶部８０８や
記憶部８２に記憶された補修前の損券の画像データが補修後の損券の画像データに書き換
えられるようになっていてもよい。また、スタッカ方式の損券収納部４０に収納された補
修必要状態の損券が有価媒体処理装置５００の機体内から取り出されるときに、記憶部８
０８や記憶部８２に記憶された補修前の損券の画像データが自動的に消去されるようにな
っていてもよい。
【００９９】
　以上のように、本実施の形態では、機体内に損券を投入するための投入部１０と、損券
を収納する複数の損券収納部４０、４２と、損券の状態に関する情報を受け付ける損券状
態受付手段９２と、備え、損券状態受付手段９２に受け付けられた損券の状態に関する情
報に基づいて、投入部１０により機体内に投入された損券が各損券収納部４０、４２に振
り分けて収納されるようになっている有価媒体処理装置５００が提供される。このような
有価媒体処理装置５００によれば、受け付けられた損券の状態に関する情報に基づいて、
機体内に投入された損券を各損券収納部４０、４２に振り分けて収納するようになってい
るため、機体内に投入された損券の状態に応じて収納箇所を変えることができるようにな
り、様々な状態の損券が混在してしまうことを防止することができるため、操作者が後処
理を効率良く行うことができる。
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【０１００】
　本実施の形態では、損券状態受付手段９２に受け付けられる損券の状態は、損券の補修
が必要な補修必要状態、および損券の補修が不要な補修不要状態を含んでいる。なお、本
実施の形態において、損券状態受付手段９２に受け付けられる損券の状態として、補修必
要状態および補修不要状態に限定されることはなく、損券における他の種類の状態に関す
る情報が損券状態受付手段９２に受け付けられ、この受け付けられた損券の状態に関する
情報に基づいて、機体内に投入された損券を各損券収納部４０、４２に振り分けて収納す
るようになっていてもよい。
【０１０１】
　なお、上述の説明では、有価媒体処理装置５００の機体内に損券が投入された場合につ
いて説明しているが、このような例に限定されることはない。本発明では、有価媒体処理
装置５００に損券以外の紙葉類（具体的には、例えば損券以外の紙幣や小切手、手形等）
が投入された場合でも、上述した処理と同様の処理が行われるようになっている。すなわ
ち、本発明では、紙葉類処理装置に複数の収納部が設けられており、このような紙葉類処
理装置において紙葉類の状態に関する情報が受け付けられるようになっており、受け付け
られた紙葉類の状態に関する情報に基づいて、機体内に投入された紙葉類を各収納部に振
り分けて収納するようになっていてもよい。
【０１０２】
　また、本実施の形態における貨幣処理システム１では、図２に示すように、完了指令受
付手段８２０および許可指令受付手段８２２がそれぞれ設けられている。また、本実施の
形態における有価媒体処理装置５００では、図４に示すように、入金データ作成部９５お
よび紙幣情報受付手段９６がそれぞれ設けられている。そして、バラ紙幣処理装置１００
から排出された紙幣が有価媒体処理装置５００の機体内に投入されると、この紙幣は撮像
部１６により撮像され、当該紙幣の画像データが得られるようになっている。ここで、撮
像部１６は、有価媒体処理装置５００の機体内に投入された紙幣のデータを読み取る読取
部としても機能するようになる。また、本実施の形態の有価媒体処理装置５００では、入
金データ作成部９５により、撮像部１６としての読取部により読み取られた紙幣のデータ
に基づいて入金データを作成するようになっている。より詳細には、本実施の形態の有価
媒体処理装置５００では、投入部１０により機体内に投入される紙幣に関する情報、具体
的には紙幣の券種や価値を受け付ける紙幣情報受付手段９６が設けられており、入金デー
タ作成部９５は、読取部により読み取られた紙幣のデータ（具体的には、撮像部１６によ
り撮像された紙幣の画像データ）と、紙幣情報受付手段９６に受け付けられた情報とを含
むような入金データを作成するようになっている。
【０１０３】
　入金データ作成部９５による入金データの作成方法についてより詳細に説明すると、有
価媒体処理装置５００の機体内に取り込まれた紙幣が撮像部１６により撮像されて一時保
留部２０に送られると、前述のように、操作表示部６００には撮像部１６により撮像され
た紙幣の画像データが表示されるとともに、図１３に示すような操作画面が表示される。
そして、操作表示部６００に表示された画像データを見ながら、操作者は操作表示部６０
０により紙幣の券種（金種や発行時期）および価値を入力すると、入力された紙幣の券種
や価値に関する情報が紙幣情報受付手段９６に受け付けられる。そして、図１６に示すよ
うな、紙幣の画像データおよびイメージ伝票を含むような入金データが入金データ作成部
９５により作成される。ここで、イメージ伝票には、処理日や処理時間、操作者ＩＤ、券
種、価値等の情報が含まれるが、これらのデータの少なくとも一部または全部が入金デー
タとして入金データ作成部９５により作成されるようになる。
【０１０４】
　そして、本実施の形態の貨幣処理システム１では、バラ紙幣処理装置１００による紙幣
の処理結果と、有価媒体処理装置５００により得られる入金データとが関連付けられて記
憶部８０８に記憶されるようになっている。なお、記憶部８０８の代わりに、有価媒体処
理装置５００の記憶部８２に、バラ紙幣処理装置１００による紙幣の処理結果と、有価媒
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体処理装置５００により得られる入金データとが関連付けられて記憶されるようになって
いてもよい。ここで、バラ紙幣処理装置１００による紙幣の処理結果は、このバラ紙幣処
理装置１００の識別部１０２による紙幣の識別結果に基づいて得られるようになっている
。
【０１０５】
　また、操作表示部６００には、バラ紙幣処理装置１００から排出された紙幣の排出原因
が表示されるようになっている。ここで、バラ紙幣処理装置１００から排出された紙幣の
排出原因としては、偽券、損券、旧券、搬送異常等が挙げられる。すなわち、バラ紙幣処
理装置１００において、識別部１０２により偽券や損券、旧券であると識別された紙幣や
、搬送異常であると識別部１０２により識別された紙幣は、バラ紙幣処理装置１００の機
体内に収納されることはなく、バラ紙幣処理装置１００の機体外に排出されるが、このよ
うな、バラ紙幣処理装置１００から排出された紙幣の排出原因が操作表示部６００に表示
されるようになる。
【０１０６】
　また、本実施の形態の貨幣処理システム１では、バラ紙幣処理装置１００から排出され
た紙幣を、有価媒体処理装置５００の機体内にすぐに投入するか、後ほど投入するかを選
択することができるようになっている。より詳細に説明すると、本実施の形態の貨幣処理
システム１では完了指令受付手段８２０および許可指令受付手段８２２が設けられており
、完了指令受付手段８２０は、一の取引の完了指令を受け付けるようになっている。より
具体的には、操作者が操作表示部６００により一の取引の完了指令を入力すると、完了指
令受付手段８２０に完了指令が受け付けられるようになる。その後、許可指令受付手段８
２２は、バラ紙幣処理装置１００から排出された紙幣を、完了指令受付手段８２０に完了
指令が受け付けられた後に有価媒体処理装置５００に投入することを許可するか否かの指
令を受け付けるようになっている。より具体的には、バラ紙幣処理装置１００から排出さ
れた紙幣を一の取引の完了後に有価媒体処理装置５００に投入することを許可するか否か
について操作者は操作表示部６００により入力することができるようになっており、この
ようなことを許可するという指令を操作者が操作表示部６００により入力すると、このこ
とが許可指令受付手段８２２に受け付けられる。この場合には、バラ紙幣処理装置１００
から排出された紙幣を、完了指令受付手段８２０に完了指令が受け付けられた後に有価媒
体処理装置５００に投入することが可能となる。このような完了指令受付手段８２０およ
び許可指令受付手段８２２が設けられていることにより、貨幣処理システム１が設けられ
た銀行等の運用状況や業務の混み具合によって、バラ紙幣処理装置１００から排出された
紙幣を有価媒体処理装置５００の機体内に即時に投入するかあるいは後ほど投入するかを
選択することができるようになるため、貨幣処理システム１の使い勝手が良くなるという
利点がある。
【０１０７】
　以上のように、本実施の形態では、バラ紙幣処理装置１００による紙幣の処理結果と、
有価媒体処理装置５００により得られる入金データとが関連付けられて記憶部８０８や記
憶部８２に記憶されるので、バラ紙幣処理装置１００から排出された紙幣の厳正な管理を
行うことができるとともに、有価媒体処理装置５００に投入された紙幣が、バラ紙幣処理
装置１００におけるどの取引のものであるかを明確にすることができる。
【０１０８】
　また、本実施の形態では、バラ紙幣処理装置１００には、紙幣の識別を行う識別部１０
２が設けられており、バラ紙幣処理装置１００による紙幣の処理結果は、識別部１０２に
よる紙幣の識別結果に基づいて得られるようになっている。また、有価媒体処理装置５０
０には、投入部１０により機体内に投入される紙幣に関する情報（具体的には、紙幣の券
種や価値）を受け付ける紙幣情報受付手段９６が設けられており、有価媒体処理装置５０
０により得られる入金データは、読取部により得られる紙幣のデータ（具体的には、撮像
部１６により得られる紙幣の画像データ）と、紙幣情報受付手段９６に受け付けられた情
報とを含むようになっている。
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【０１０９】
　また、本実施の形態では、前述したように、バラ紙幣処理装置１００から排出された紙
幣の排出原因が操作表示部６００に表示されるようになっている。このことにより、操作
表示部６００に表示される、紙幣の排出原因から、この紙幣が有価媒体処理装置５００で
入金処理することができる紙幣か否かを判断することができるため、バラ紙幣処理装置１
００から排出された紙幣の中から、有価媒体処理装置５００に投入するべき紙幣を選別す
ることができるようになる。
【０１１０】
　なお、上記の説明では、バラ紙幣の処理を行うバラ紙幣処理装置１００およびバラ紙幣
処理装置１００から排出された紙幣が投入される有価媒体処理装置５００を例に挙げて説
明しているが、本発明による紙葉類処理システムでは、処理されるべき紙葉類は紙幣に限
定されることはない。処理されるべき紙葉類として、紙幣以外の小切手や手形等を用いて
もよい。この場合でも、第１の紙葉類処理装置と、第１の紙葉類処理装置から排出された
紙葉類が投入される第２の紙葉類処理装置という２つの紙葉類処理装置が用いられ、本発
明による紙葉類処理システムに設けられた記憶部には、第１の紙葉類処理装置による紙葉
類の処理結果と、第２の紙葉類処理装置により得られる入金データとが関連付けられて記
憶されるようになる。
【０１１１】
　次に、有価媒体処理装置５００から損券や旧券を回収する場合について図６に示すフロ
ーチャートを用いて説明する。有価媒体処理装置５００からの損券や旧券の回収動作を行
うにあたり、２つの損券収納部４０、４２のうちテープ巻取方式の損券収納部４２に収納
されている損券や旧券が回収されることとなる。
【０１１２】
　まず、操作者は、所有するＩＤカードをＩＤカードリーダ８１０により読み取らせる（
ＳＴＥＰ２０１）。制御部８００は、ＩＤカードリーダ８１０によって読み取られたＩＤ
カードのＩＤ情報に基づいて、操作者の権限等を確認する。次に、操作者は、操作表示部
６００により回収データを入力する（ＳＴＥＰ２０２）。ここで、回収データとは、テー
プ巻取方式の損券収納部４２に収納されている損券や旧券の画像データであってもよいし
、あるいは、回収すべき紙幣の券種毎の枚数や金種毎の枚数に係る情報（例えば、Ｄ券の
千円札３０枚を回収するという情報）であってもよい。回収データが入力されると、損券
収納部４２から損券や旧券が１枚ずつ搬送部１４の第１の搬送部１４ａに繰り出される（
ＳＴＥＰ２０３）。ここで、損券収納部４２から繰り出された損券や旧券が、回収対象の
ものである場合には（ＳＴＥＰ２０４の「ＹＥＳ」）、このような損券や旧券は搬送部１
４の第１の搬送部１４ａにより投出部６０に搬送され、この投出部６０に集積される（Ｓ
ＴＥＰ２０５）。一方、損券収納部４２から繰り出された損券や旧券が、回収対象のもの
ではない場合には（ＳＴＥＰ２０４の「ＮＯ」）、このような損券や旧券は搬送部１４の
第１の搬送部１４ａにより一時保留部２０に搬送され、この一時保留部２０に収納される
（ＳＴＥＰ２０６）。このような動作は、入力された回収データに基づく回収対象の損券
や旧券が全て投出部６０に送られるまで行われる（ＳＴＥＰ２０７の「ＮＯ」）。そして
、回収対象の損券や旧券が全て回収されると（すなわち、回収対象の損券や旧券が全て投
出部６０に送られて集積されると）（ＳＴＥＰ２０７の「ＹＥＳ」）、投出部６０に設け
られたシャッタ６１ａが開放され、操作者が投出部６０から回収紙幣を取出可能となる（
ＳＴＥＰ２０８）。そして、投出部６０に設けられた抜き取り検知部６１ｂにより、投出
部６０から回収紙幣が抜き取られたことが検知されると（ＳＴＥＰ２０９の「ＹＥＳ」）
、シャッタ６１ａが閉鎖する（ＳＴＥＰ２１０）。
【０１１３】
　その後、一時保留部２０に収納された損券や旧券が搬送部１４の第１の搬送部１４ａに
繰り出され（ＳＴＥＰ２１１）、繰り出された損券や旧券はスタッカ方式の損券収納部４
０やテープ巻取方式の損券収納部４２に収納される（ＳＴＥＰ２１２）。その後、記憶部
８０８や記憶部８２において、回収動作が行われた後に損券収納部４０、４２に残った損
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券や旧券についてのデータが更新される（ＳＴＥＰ２１３）。
【０１１４】
　次に、有価媒体処理装置５００から新券を出金する場合について図７に示すフローチャ
ートを用いて説明する。有価媒体処理装置５００において新券の出金動作を行うにあたり
、新券収納部５０の各収納部５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、５０ｄに収納された新券の１万円
札、五千円札、千円札等が出金されることとなる。
【０１１５】
　まず、操作者は、所有するＩＤカードをＩＤカードリーダ８１０により読み取らせる（
ＳＴＥＰ３０１）。制御部８００は、ＩＤカードリーダ８１０によって読み取られたＩＤ
カードのＩＤ情報に基づいて、操作者の権限等を確認する。次に、操作者は、操作表示部
６００により出金データを入力する（ＳＴＥＰ３０２）。ここで、出金データとは、出金
すべき紙幣の合計金額や金種毎の枚数に係る情報のことをいう。出金データが入力される
と、新券収納部５０の各収納部５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、５０ｄから新券が１枚ずつ搬送
部１４の第２の搬送部１４ｂに繰り出される（ＳＴＥＰ３０３）。そして、繰り出された
新券は簡易識別部６４によりその金種が識別される。ここで、簡易識別部６４による新券
の識別結果に異常がない場合には（ＳＴＥＰ３０４の「ＹＥＳ」）、この新券は搬送部１
４の第２の搬送部１４ｂにより投出部６０に搬送され、この投出部６０に集積される（Ｓ
ＴＥＰ３０５）。一方、簡易識別部６４による新券の識別結果に異常があった場合には（
ＳＴＥＰ３０４の「ＮＯ」）、この新券は搬送部１４により一時保留部２０に搬送され、
この一時保留部２０に収納される（ＳＴＥＰ３０６）。このような動作は、投出部６０に
集積された新券の枚数が、入力された出金データに基づく出金枚数に達するまで行われる
（ＳＴＥＰ３０７の「ＮＯ」）。そして、投出部６０に集積された新券が出金枚数に達す
ると（ＳＴＥＰ３０７の「ＹＥＳ」）、投出部６０に設けられたシャッタ６１ａが開放さ
れ、操作者が投出部６０から出金紙幣を取出可能となる（ＳＴＥＰ３０８）。そして、投
出部６０に設けられた抜き取り検知部６１ｂにより、投出部６０から出金紙幣が抜き取ら
れたことが検知されると（ＳＴＥＰ３０９の「ＹＥＳ」）、シャッタ６１ａが閉鎖する（
ＳＴＥＰ３１０）。
【０１１６】
　その後、一時保留部２０に収納された新券が搬送部１４に繰り出され（ＳＴＥＰ３１１
）、繰り出された新券は新券収納部５０の各収納部５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、５０ｄに収
納される（ＳＴＥＰ３１２）。その後、記憶部８０８や記憶部８２において、新券収納部
５０の各収納部５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、５０ｄに収納されている新券の在高が更新され
るとともに、出金データが記憶部８０８や記憶部８２に記憶される（ＳＴＥＰ３１３）。
【０１１７】
　次に、有価媒体処理装置５００に小切手を収納する場合について図８に示すフローチャ
ートを用いて説明する。
【０１１８】
　まず、操作者は、所有するＩＤカードをＩＤカードリーダ８１０により読み取らせる（
ＳＴＥＰ４０１）。制御部８００は、ＩＤカードリーダ８１０によって読み取られたＩＤ
カードのＩＤ情報に基づいて、操作者の権限等を確認する。次に、操作者は、操作表示部
６００により手入力で入金伝票データの取り込みを行う（ＳＴＥＰ４０２）。具体的には
、操作者は、小切手における銀行情報（小切手がどの銀行のどの支店で発行されたかとい
う情報）や金額情報等を操作表示部６００により入力する。その後、操作者が投入部１０
に小切手を投入すると、繰出機構１２により小切手が有価媒体処理装置５００の機体内に
１枚ずつ取り込まれ（ＳＴＥＰ４０３）、搬送部１４の第１の搬送部１４ａにより機体内
で搬送される。その後、この小切手は撮像部１６により撮像され、撮像された小切手の画
像データが得られる。また、この小切手の画像データに基づいて小切手の銀行情報や金額
情報等のデータの読み取りや認識が行われる（ＳＴＥＰ４０４）。その後、小切手は一時
保留部２０に搬送され、この一時保留部２０で一時的に保留される（ＳＴＥＰ４０５）。
【０１１９】
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　小切手が一時保留部２０に保留されると、操作表示部６００には小切手の画像データや
、小切手の銀行情報や金額情報等のデータが表示されるようになる。そして、操作者は、
操作表示部６００に表示された小切手の画像データや、小切手の銀行情報や金額情報等の
データを見て、当該小切手の承認を行う。小切手の承認が行われると、この小切手の明細
が確定する（ＳＴＥＰ４０６）。その後、確定した小切手の明細が、入金伝票データと照
合一致するか否かの判別が行われる（ＳＴＥＰ４０７）。ここで、確定した小切手の明細
が、入金伝票データと照合一致する場合には（ＳＴＥＰ４０７の「ＹＥＳ」）、この小切
手の明細に係る情報が貨幣処理システム１の記憶部８０８や有価媒体処理装置５００の記
憶部８２に記憶される（ＳＴＥＰ４０８）。また、一時保留部２０に一時的に保留された
小切手は搬送部１４の第１の搬送部１４ａにより１枚ずつ搬送され、特定有価証券収納部
３０の各収納部３０ａ、３０ｂ、３０ｃに分類収納されるようになる（ＳＴＥＰ４０９）
。
【０１２０】
　一方、確定した小切手の明細が、入金伝票データと照合一致しない場合には、小切手の
入金処理データの確認が行われる（ＳＴＥＰ４１０）。このような小切手の入金処理デー
タの確認は、操作表示部６００に小切手の入金処理データが表示されることにより行われ
る。そして、入金処理データの修正が必要ない場合には（ＳＴＥＰ４１１の「ＮＯ」）、
一時保留部２０に一時的に保留された小切手は特定有価証券収納部３０の各収納部３０ａ
、３０ｂ、３０ｃに収納するのに適していないと判断され、この小切手は搬送部１４の第
１の搬送部１４ａにより投出部６０に搬送され、機体外に返却されるようになる（ＳＴＥ
Ｐ４１２）。一方、小切手の入金処理データの修正が必要である場合には（ＳＴＥＰ４１
１の「ＹＥＳ」）、操作者は操作表示部６００により入金処理データの修正を行い（ＳＴ
ＥＰ４１３）、修正後の入金処理データが操作表示部６００に表示されるようになる。こ
のようにして、有価媒体処理装置５００への小切手の収納動作が完了する。
【０１２１】
　次に、有価媒体処理装置５００に手形を収納する場合について図９に示すフローチャー
トを用いて説明する。
【０１２２】
　まず、操作者は、所有するＩＤカードをＩＤカードリーダ８１０により読み取らせる（
ＳＴＥＰ５０１）。制御部８００は、ＩＤカードリーダ８１０によって読み取られたＩＤ
カードのＩＤ情報に基づいて、操作者の権限等を確認する。次に、操作者は、操作表示部
６００により手入力で添票データの取り込みを行う（ＳＴＥＰ５０２）。具体的には、操
作者は、手形における金額情報等を操作表示部６００により入力する。その後、操作者が
投入部１０に手形を投入すると、繰出機構１２により手形が有価媒体処理装置５００の機
体内に１枚ずつ取り込まれ（ＳＴＥＰ５０３）、搬送部１４の第１の搬送部１４ａにより
機体内で搬送される。その後、この手形は撮像部１６により撮像され、撮像された手形の
画像データが得られる。また、この手形の画像データに基づいて手形の金額情報等のデー
タの読み取りや認識が行われる（ＳＴＥＰ５０４）。その後、手形は一時保留部２０に搬
送され、この一時保留部２０で一時的に保留される（ＳＴＥＰ５０５）。
【０１２３】
　手形が一時保留部２０に保留されると、操作表示部６００には手形の画像データや、手
形の金額情報等のデータが表示されるようになる。そして、操作者は、操作表示部６００
に表示された手形の画像データや、手形の金額情報等のデータを見て、当該手形の認識デ
ータの確定を行う（ＳＴＥＰ５０６）。その後、確定した手形の認識データが、添票デー
タと照合一致するか否かの判別が行われる（ＳＴＥＰ５０７）。ここで、確定した手形の
認識データが、添票データと照合一致する場合には（ＳＴＥＰ５０７の「ＹＥＳ」）、こ
の手形の入金処理データが貨幣処理システム１の記憶部８０８や有価媒体処理装置５００
の記憶部８２に記憶される（ＳＴＥＰ５０８）。また、一時保留部２０に一時的に保留さ
れた手形は搬送部１４の第１の搬送部１４ａにより１枚ずつ搬送され、特定有価証券収納
部３０の各収納部３０ａ、３０ｂ、３０ｃに収納されるようになる（ＳＴＥＰ５０９）。
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【０１２４】
　一方、確定した手形の認識データが、添票データと照合一致しない場合には、一時保留
部２０に一時的に保留された手形は有価媒体処理装置５００に収納するのに適していない
と判断され、この手形は搬送部１４の第１の搬送部１４ａにより投出部６０に搬送され、
機体外に返却されるようになる（ＳＴＥＰ５１０）。このようにして、有価媒体処理装置
５００への手形の収納動作が完了する。
【０１２５】
　以上のように、本実施の形態では、機体内に有価媒体を投入するための投入部１０と、
損券および旧券を収納する損券収納部４０、４２と、投入部１０により機体内に投入され
た有価媒体のうち、損券および旧券を損券収納部４０、４２に搬送する第１の搬送部１４
ａと、新券を収納する新券収納部５０と、新券を機体外に投出するための投出部６０と、
新券収納部５０に収納された新券を投出部６０に搬送する第２の搬送部１４ｂとを有する
ような有価媒体処理装置５００が提供されるようになっている。このような有価媒体処理
装置５００によれば、機体内に投入された損券や旧券を損券収納部４０に収納するととも
に、新券収納部５０に収納された新券を機体外に投出することができるため、新券を出金
するための新券出金機を、損券や旧券を収納するための貨幣処理装置とは別に設けた場合
と比較して、有価媒体処理装置５００がコンパクトな構成となり省スペース化を図ること
ができる。
【０１２６】
　なお、本実施の形態の有価媒体処理装置５００においては、損券収納部４０、４２は、
損券および旧券の両方を収納するものに限定されることはない。変形例に係る有価媒体処
理装置５００として、損券収納部４０、４２がそれぞれ損券または旧券のうちいずれか一
方の紙幣を収納するようになっていてもよい。また、更に他の変形例に係る有価媒体処理
装置５００として、スタッカ方式の損券収納部４０が旧券を収納し、テープ巻取方式の損
券収納部４２が損券を収納するようになっていてもよい。
【０１２７】
　また、本実施の形態では、有価媒体処理装置５００の機体内において新券収納部５０は
損券収納部４０、４２よりも機体前方（図３における左方）に配置されている。このこと
により、出金用の新券を有価媒体処理装置５００の機体内に補充したいときに、新券収納
部５０が機体内の奥方に設けられている場合と比較して、機体前面の扉１８を開くだけで
迅速かつ容易に新券収納部５０に新券を収納することができるようになる。
【０１２８】
　また、本実施の形態では、有価媒体処理装置５００の機体内において損券収納部４０、
４２の上方には一時保留部２０が設けられており、投入部１０により機体内に投入された
有価媒体は一時保留部２０に一時的に保留されるようになっている。このため、投入部１
０により機体内に投入された有価媒体について、一時保留部２０に一時的に保留させるこ
とにより、損券収納部４０、４２に収納させるか、あるいは機体外に返却するかを操作者
が選択することができるようになる。
【０１２９】
　また、本実施の形態では、特定の有価証券を収納する特定有価証券収納部３０が設けら
れており、投入部１０により機体内に投入された有価媒体のうち特定の有価証券（例えば
小切手や手形等）が第１の搬送部１４ａにより特定有価証券収納部３０に搬送されるよう
になっている。
【０１３０】
　この際に、有価媒体処理装置５００の機体内において、特定有価証券収納部３０は損券
収納部４０、４２よりも上方に配置されており、新券収納部５０は損券収納部４０、４２
および特定有価証券収納部３０よりも機体前方に配置されている。また、有価媒体処理装
置５００の機体内において、投入部１０により機体内に投入された有価媒体を一時的に保
留する一時保留部２０は、特定有価証券収納部３０の上方に配置されている。
【０１３１】
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　また、本実施の形態の有価媒体処理装置５００では、スタッカ方式の特定有価証券収納
部３０や損券収納部４０を、テープ巻取方式の損券収納部４２よりも上方に配置したこと
により、スタッカ方式の特定有価証券収納部３０や損券収納部４０からの特定の有価証券
や損券等の手回収を容易にしている。
【０１３２】
　また、本実施の形態では、第１の搬送部１４ａにおける有価媒体の搬送路、および第２
の搬送部１４ｂにおける新券の搬送路は互いに独立して設けられている。このことにより
、新券の搬送路が、損券や旧券、小切手といった有価媒体の搬送路とは別のものとなるた
め、新券の搬送路が損券等の有価媒体により汚されることを防止することができ、きれい
な状態で新券を投出部６０から投出することができるようになる。
【０１３３】
　また、本実施の形態では、損券収納部は、損券および／または旧券が積層状態で集積さ
れるようなスタッカ方式の損券収納部４０と、損券および／または旧券が一対のテープに
挟まれながらドラム４２ａに巻き取られるようなテープ巻取方式の損券収納部４２とを含
んでいる。なお、本実施の形態では、このような例に限定されることはなく、有価媒体処
理装置５００において、テープ巻取方式の損券収納部４２が設けられておらず、損券およ
び／または旧券が積層状態で集積されるようなスタッカ方式の損券収納部４０のみが設け
られるようになっていてもよい。また、更に他の構成の有価媒体処理装置５００では、損
券および／または旧券が積層状態で集積されるようなスタッカ方式の損券収納部４０が設
けられておらず、テープ巻取方式の損券収納部４２のみが設けられるようになっていても
よい。
【０１３４】
　なお、本実施の形態による有価媒体処理装置は、図３に示すような構成のものに限定さ
れることはない。変形例に係る様々な有価媒体処理装置の内部構成を、図１０乃至図１２
にそれぞれ示す。
【０１３５】
　図１０に示すような変形例に係る有価媒体処理装置５００ａでは、図３に示すような有
価媒体処理装置５００と比較して、損券収納部が設けられておらず、特定有価証券収納部
および新券収納部のみが機体内に設けられているような構成となっている。より具体的に
は、図１０に示す有価媒体処理装置５００ａでは、図３に示す有価媒体処理装置５００に
おける損券収納部４０、４２が、それぞれ小切手等を収納するための第４の収納部３０ｄ
（スタッカ方式の収納部）、第５の収納部３０ｅ（テープ巻取方式の収納部）に置き換え
られており、特定有価証券収納部３０は、第１～第３の収納部３０ａ、３０ｂ、３０ｃに
加えて第４の収納部３０ｄ、第５の収納部３０ｅも含むようになっている。
【０１３６】
　また、図１１に示すような他の変形例に係る有価媒体処理装置５００ｂでは、図３に示
すような有価媒体処理装置５００と比較して、特定有価証券収納部が設けられておらず、
損券収納部および新券収納部のみが機体内に設けられているような構成となっている。よ
り具体的には、図１１に示す有価媒体処理装置５００ｂでは、図３に示す有価媒体処理装
置５００における特定有価証券収納部３０の各収納部３０ａ、３０ｂ、３０ｃが、それぞ
れ損券や旧券を収納するための第１の収納部４０ａ、第２の収納部４０ｂ、第３の収納部
４０ｃ（それぞれスタッカ方式の収納部）に置き換えられており、損券収納部４０は、図
３に示す有価媒体処理装置５００において元からあった収納部４０ｄ（第４の収納部４０
ｄ）に加えて、第１～第３の収納部４０ａ～４０ｃをも含むようになっている。
【０１３７】
　また、図１２に示すような更に他の変形例に係る有価媒体処理装置５００ｃでは、図３
に示すような有価媒体処理装置５００と比較して、新券収納部が設けられておらず、損券
収納部および特定有価証券収納部のみが機体内に設けられているような構成となっている
。より具体的には、図１２に示す有価媒体処理装置５００ｃでは、図３に示す有価媒体処
理装置５００における新券収納部５０の各収納部５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、５０ｄが、そ
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れぞれ小切手等を収納するための第１の収納部３０ａ、第２の収納部３０ｂ、第３の収納
部３０ｃ、第４の収納部３０ｄ（それぞれスタッカ方式の収納部）に置き換えられており
、これらの第１～第４の収納部３０ａ～３０ｄにより特定有価証券収納部３０が構成され
ている。また、図１２に示す有価媒体処理装置５００ｃでは、図３に示す有価媒体処理装
置５００における特定有価証券収納部３０の各収納部３０ａ、３０ｂ、３０ｃが、それぞ
れ損券や旧券を収納するための第１の収納部４０ａ、第２の収納部４０ｂ、第３の収納部
４０ｃ（それぞれスタッカ方式の収納部）に置き換えられており、損券収納部４０は、図
３に示す有価媒体処理装置５００において元からあった収納部４０ｄ（第４の収納部４０
ｄ）に加えて、第１～第３の収納部４０ａ～４０ｃをも含むようになっている。図１２に
示すように、有価媒体処理装置５００ｃでは、機体内において特定有価証券収納部３０は
損券収納部４０よりも機体前方に配置されている。また、図１２に示す有価媒体処理装置
５００ｃでは、図３に示す有価媒体処理装置５００と比較して第２の搬送部１４ｂが設け
られておらず、代わりに、機体内で有価媒体を搬送する搬送部１４は、投入部１０により
機体内に投入された有価媒体のうち損券および旧券を損券収納部４０に搬送する第１の搬
送部１４ａと、投入部１０により機体内に投入された有価媒体のうち特定の有価証券（小
切手や手形等）を特定有価証券収納部３０に搬送する特定有価証券搬送部１４ｃとから構
成されている。
【０１３８】
　このように、図１２に示すような変形例によれば、機体内に有価媒体を投入するための
投入部１０と、損券および旧券を収納する損券収納部４０、４２と、特定の有価証券を収
納する特定有価証券収納部３０と、投入部１０により機体内に投入された有価媒体のうち
、損券および旧券を損券収納部４０、４２に搬送する第１の搬送部１４ａと、投入部１０
により機体内に投入された有価媒体のうち、特定の有価証券（小切手や手形等）を特定有
価証券収納部３０に搬送する特定有価証券搬送部１４ｃとを有するような有価媒体処理装
置５００ｃが提供されるようになっている。このような有価媒体処理装置５００ｃによれ
ば、機体内に投入された損券や旧券を損券収納部４０に収納するとともに、機体内に投入
された特定の有価証券を特定有価証券収納部３０に収納することができるため、特定の有
価証券を入金するための特定有価証券入金機を、損券や旧券を収納するための貨幣処理装
置とは別に設けた場合と比較して、有価媒体処理装置５００ｃがコンパクトな構成となり
省スペース化を図ることができる。
【０１３９】
　なお、図１２に示すような有価媒体処理装置５００ｃにおいては、損券収納部４０、４
２は、損券および旧券の両方を収納するものに限定されることはない。他の構成の有価媒
体処理装置５００ｃとして、損券収納部４０、４２がそれぞれ損券または旧券のうちいず
れか一方の紙幣を収納するようになっていてもよい。また、更に他の構成の有価媒体処理
装置５００ｃとして、スタッカ方式の損券収納部４０が旧券を収納し、テープ巻取方式の
損券収納部４２が損券を収納するようになっていてもよい。
【符号の説明】
【０１４０】
１　貨幣処理システム
１０　投入部
１２　繰出機構
１４　搬送部
１４ａ　第１の搬送部
１４ｂ　第２の搬送部
１４ｃ　特定有価証券搬送部
１４ｐ　接続箇所
１６　撮像部
１８　扉
２０　一時保留部
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２０ａ　ドラム
３０　特定有価証券収納部
３０ａ　第１の収納部
３０ｂ　第２の収納部
３０ｃ　第３の収納部
３０ｄ　第４の収納部
３０ｅ　第５の収納部
４０　損券収納部
４０ａ　第１の収納部
４０ｂ　第２の収納部
４０ｃ　第３の収納部
４０ｄ　第４の収納部
４２　損券収納部
４２ａ　ドラム
５０　新券収納部
５０ａ　第１の収納部
５０ｂ　第２の収納部
５０ｃ　第３の収納部
５０ｄ　第４の収納部
５２ａ、５２ｂ、５２ｃ、５２ｄ　繰出機構
６０　投出部
６１ａ　シャッタ
６１ｂ　抜き取り検知部
６２　羽根車
６４　簡易識別部
８０　制御部
８２　記憶部
８４　通信部
８５　券種受付手段
８６　価値受付手段
８７　出力手段
８８　算出手段
８９　判別手段
９０　選択手段
９２　損券状態受付手段
９３　設定手段
９５　入金データ作成部
９６　紙幣情報受付手段
１００　バラ紙幣処理装置
１０２　識別部
２００　束紙幣処理装置
３００　バラ硬貨処理装置
４００　包装硬貨処理装置
５００、５００ａ、５００ｂ、５００ｃ　有価媒体処理装置
６００　操作表示部
７００　プリンタ
８００　制御部
８０２　通信部
８０４　ＲＯＭ
８０６　ＲＡＭ
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８０８　記憶部
８１０　ＩＤカードリーダ
８２０　完了指令受付手段
８２２　許可指令受付手段
９００、９００ａ、９００ｂ、９００ｃ　搬送補助シート
９０２、９０４　一対のシート
９０６　貼付エリア
９０８、９１０、９１２　ＩＲカットフィルム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】
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